
経 済 産 業 省

平成 商第 号20 06 11･ ･ 1

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準の一部を改正する

基準を次のように制定する。

平成２０年６月１７日

経済産業大臣 甘利 明

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準の一部

改正について

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準（平成１４・０３・

１３商第６号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

、 。 、 （ ）１ この基準は 公布後３箇月が経過した日から施行する ただし Ｊ２０００ Ｈ２０

（ 「 （ ）」 。）経年劣化による注意喚起表示に対する要求事項 以下 Ｊ２０００ Ｈ２０ という

は、平成２１年４月１日から施行する。

２ この基準の適用について、施行後３年間は、なお従前の例によることができる。ただ

し、Ｊ２０００（Ｈ２０）の適用については、この限りでない。
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（別紙）

電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準の一部を改正する新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基準（平成１４・０３・１３商第６号）

改 正 後 現 行

１ 省令第２項の規定に基づき経済産業大臣が認める基準は、次の表 １ 省令第２項の規定に基づき経済産業大臣が認める基準は、次の表

１、２、３及び４に掲げる基準とし、それぞれ該当する基準を適用 １、２及び３に掲げる基準とし、それぞれ該当する基準を適用する

するものとする。 ものとする。

２ （略） ２ （略）

３ （略） ３ （略）

４ 基準中で国際規格を引用する場合であって、表１、２、３及び４ ４ 基準中で国際規格を引用する場合であって、表１、２及び３の中

の中に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用する に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用するもの

ものとする。 とする。

表１．電気安全に関する基準 表１．電気安全に関する基準

基 準 基 準

備 考 備 考

基準番号 表 題 本 文※ 基準番号 表 題 本 文※

J60065 International Electrotech J60065 International Electrotech( オーディオ、ビデオ及 日本工業 ( オーディオ、ビデオ及 別紙１

) び類似の電子機器－安 規格（以 規格 ) び類似の電子機器－安 規格H20 nical Commission H14 nical Commission
全性要求事項 下「 」 （以下「 」という 全要求事項 （以下「 」というJIS IEC IEC

という。 。） ( )に対 。） ( )に対60065 2001 60065 1998
） 応 応C 60
65:2007

（略） （略）J60068-2 J60068-2
-2 H14 -2 H14( (

） ）～ ～
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( （略） ( （略）J60112 J60112
） ）H14 H14

J60127-1 JIS C 657 IEC 60127-1 1988 ,A J60127-1 IEC 60127-1 1988 ,Aミニチュアヒューズ－ ( ) ミニチュアヒューズ 別紙２ ( )

( ) 第１部：ミニチュアヒ ( ) ( ) パート１：ミニチュア ( )に対応H20 5-1:2005 md.No.1 1999 ,Amd.N H14 md.No.1 1999
ューズに関する定義及 ( )に対応 ヒューズの定義及びミa.2 2002
びミニチュアヒューズ ニチュアヒューズリン

リンクに対する一般要 クの一般要求事項

求事項

J60127-2 JIS C 657 IEC 60127-2 2003 ,A J60127-2 IEC 60127-2 1989 ,Aミニチュアヒューズ－ ( ) ミニチュアヒューズ 別紙３ ( )

( ) 第２部：管形ヒューズ ( )に対応 ( ) パート２：管形ヒュー ( )に対応H20 5-2:2005 md.No.1 2003 H14 md.No.1 1995
リンク ズリンク

J60127-3 JIS C 657 IEC 60127-3 1988 ,A J60127-3 IEC 60127-3 1988 ,Aミニチュアヒューズ－ ( ) ミニチュアヒューズ 別紙４ ( )

( ) 第３部：サブミニチュ ( ) ( ) パート３：サブミニチ ( )に対応H20 5-3:2005 md.No.1 1991 ,Amd.N H14 md.No.1 1991
アヒューズリンク（そ ( )に対応 ュアヒューズリンクo.2 2002
の他の包装ヒューズ）

ミニチュアヒューズ－ ( ) ミニチュアヒューズ 別紙５ ( )にJ60127-4 JIS C 657 IEC 60127-4 1996 ,A J60127-4 IEC 60127-4 1996
( ) 第４部：ＵＭヒューズ ( ) ( ) パート４：ユニバーサ 対応H20 5-4:2005 md.No.1 2002 ,Amd.N H14

リンク（ＵＭＦ）及び ( )に対応 ルモジュラーヒューズo.2 2003
その他の包装ヒューズ リンク( )UMF
リンク（その他の包装

ヒューズ）

( （略） ( （略）J60155 J60155
) )H14 H14

J60227-1 450/750V JIS C 366 IEC 60227-1 1993 ,A J60227-1 450/750V IEC 60227-1 1993 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙７ ( )
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H20 2-1:2003 md.No.1 1995 ,Amd.N H14 md.No.1 1995 ,Amd.N( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( ) ( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )

ブル－ ( )に対応 ブル ( )に対応o.2 1998 o.2 1998
第１部：一般要求事項 パート１：一般要求事

項

定格電圧 以下 ( )に 定格電圧 以下 別紙８ ( )にJ60227-2 450/750V JIS C 366 IEC 60227-2 1997 J60227-2 450/750V IEC 60227-2 1997
( ) の塩化ビニル絶縁ケー 対応 ( ) の塩化ビニル絶縁ケー 対応H20 2-2:2003 H14

ブル－ ブル

第２部：試験方法 パート２： 試験方法

J60227-3 450/750V JIS C 366 IEC 60227-3 1993 ,A J60227-3 450/750V IEC 60227-3 1993 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙９ ( )

( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )に対応 ( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )に対応H20 2-3:2003 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
ブル－ ブル

第３部：固定配線用シ パート３：固定配線用

ースなしケーブル シースなしケーブル

J60227-4 450/750V JIS C 366 IEC 60227-4 1992 ,A J60227-4 450/750V 10 IEC 60227-4 1992 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )に対応 ( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )に対応H20 2-4:2003 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
ブル－ ブル

第４部：固定配線用シ パート４：固定配線用

ース付きケーブル シース付きケーブル

J60227-5 450/750V JIS C 366 IEC 60227-5 1997 ,A J60227-5 450/750V 11 IEC 60227-5 1997 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )に対応 ( ) の塩化ビニル絶縁ケー ( )に対応H20 2-5:2003 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
ブル－ ブル

第５部：可とうケーブ パート５：可とうケー

ル（コード） ブル（コード）

定格電圧 Ｖ以下 ( )に 定格電圧 Ｖ以 別紙 ( )にJ60227-7 450/750 JIS C 366 IEC 60227-7 1995 J60227-7 450/750 12 IEC 60227-7 1995
( ) の塩化ビニル絶縁ケー 対応 ( ) 下の塩化ビニル絶縁ケ 対応H20 2-7:2003 H14
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ブル－ ーブル

第７部：遮へい付き又 パート７：遮へい付き

は遮へいなしの２心以 又は遮へいなしの２心

上の多心可とうケーブ 以上の多心可とうケー

ル ブル

( （略） ( （略）J60228 J60228
) )H14 H14

J60238 JIS C 828 IEC 60238 2004 J60238 13 IEC 60238 1998 ,Amd.( ねじ込みランプソケッ ( )に対 ( ねじ込み形ソケット 別紙 ( )

) ト 応 ) ( )に対応H20 0:2007 H14 No.1 1999

J60245-1 450/750V JIS C 366 IEC 60245-1 1994 ,A J60245-1 450/750V 14 IEC 60245-1 1994 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

H20 3-1:2003 md.No.1 1997 ,Amd.N H14 md.No.1 1997 ,Amd.N( ) のゴム絶縁ケーブル－ ( ) ( ) のゴム絶縁ケーブル ( )

第１部：一般要求事項 ( )に対応 パート１：一般要求事 ( )に対応o.2 1997 o.2 1997
項

J60245-2 450/750V JIS C 366 IEC 60245-2 1994 ,A J60245-2 450/750V 15 IEC 60245-2 1994 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

H20 3-2:2003 md.No.1 1997 ,Amd.N H14 md.No.1 1997 ,Amd.N( ) のゴム絶縁ケーブル－ ( ) ( ) のゴム絶縁ケーブル ( )

第２部：試験方法 ( )に対応 パート２：試験方法 ( )に対応o.2 1997 o.2 1997

J60245-3 450/750V JIS C 366 IEC 60245-3 1994 ,A J60245-3 450/750V 16 IEC 60245-3 1994 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

( ) のゴム絶縁ケーブル－ ( )に対応 ( ) のゴム絶縁ケーブル ( )に対応H20 3-3:2003 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
第３部：耐熱シリコン パート３：耐熱シリコ

ゴム絶縁ケーブル ンゴム絶縁ケーブル

J60245-4 450/750V JIS C 366 IEC 60245-4 1994 ,A J60245-4 450/750V 17 IEC 60245-4 1994 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

( ) のゴム絶縁ケーブル－ ( )に対応 ( ) のゴム絶縁ケーブル ( )に対応H20 3-4:2003 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
第４部：コード及び可 パート４：コード及び

とうケーブル 可とうケーブル
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J60245-6 450/750V JIS C 366 IEC 60245-6 1994 ,A J60245-6 450/750V 18 IEC 60245-6 1994 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

( ) のゴム絶縁ケーブル－ ( )に対応 ( ) のゴム絶縁ケーブル ( )に対応H20 3-6:2003 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
第６部：アーク溶接電 パート６：アーク溶接

極ケーブル 電極ケーブル

J60245-7 450/750V JIS C 366 IEC 60245-7 1994 ,A J60245-7 450/750V 19 IEC 60245-7 1994 ,A定格電圧 以下 ( ) 定格電圧 以下 別紙 ( )

( ) のゴム絶縁ケーブル－ ( )に対応 ( ) のゴム絶縁ケーブル ( )に対応H20 3-7:2001 md.No.1 1997 H14 md.No.1 1997
第７部：耐熱性エチレ パート７：耐熱エチレ

ンビニルアセテートゴ ンビニルアセテートゴ

ム絶縁ケーブル ム絶縁ケーブル

定格電圧 以下 ( )に 定格電圧 以下 別紙 ( )にJ60245-8 450/750V JIS C 366 IEC 60245-8 1998 J60245-8 450/750V 20 IEC 60245-8 1998
( ) のゴム絶縁ケーブル－ 対応 ( ) のゴム絶縁ケーブル 対応H20 3-8:2003 H14

第８部：高可とう性コ パート８：高可とう性

ード コード

（略） （略）J60269-1 J60269-1
( ) ( )H14 H14

～ ～

（略） （略）J60269-J J60269-J
( ) ( )1 H14 1 H14

工業用プラグ、コンセ ( )に 工業用プラグ、コンセ 別紙 ( )にJ60309-1 JIS C 828 IEC 60309-1 1999 J60309-1 24 IEC 60309-1 1997
( ) ント及びカプラー 対応 ( ) ント、カプラー 対応H20 5-1:2007 H14

第１部：通則 パート１：一般要求事

項

（略） （略）J60320-1 J60320-1
( ) ( )H16 H16
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～ ～

（略） （略）J60332-1 J60332-1
( ) ( )H14 H14

J60335-1 27 IEC 60335-1 1976 ,A（削除） 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

2 -H1 md.No.1 1977 ,Amd.N( 版 る電気機器の安全性 ( )

4 o.2 1979 ,Amd.No.3 1) パート１：一般要求事 ( ) (

982 ,Amd.No.4 1984 ,項（以下「２版対応の ) ( )

Amd.No.5 1986 ,Amd.パート１」という。） ( )

( )に対応No.6 1988

（略） （略）J60335-1 J60335-1
3 -H1 3 -H1( 版 ( 版

) )4 4

家庭用及びこれに類す ( )に （新設）J60335-1 JIS C 933 IEC 60335-1 2001
( 版 る電気機器の安全性－ 対応4 -H2 5-1:2003
) 第１部：一般要求事項0

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-2 2002 J60335-2 29 IEC 60335-2-2 1993
( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 に対応-2 H20 5-2-2:2004 -2 H14

第２－２部：真空掃除 パート２：真空掃除機

機及び吸水式掃除機の 及び吸水式掃除機の個

個別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-3 2002 J60335-2 30 IEC 60335-2-3 1993
( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 に対応-3 H20 5-2-3:2004 -3 H14

第２－３部：電気アイ パート２：電気アイロ

ロンの個別要求事項 ンの個別要求事項
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J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-4 2002 J60335-2 31 IEC 60335-2-4 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-4 H20 5-2-4:2004 -4 H14 Amd.No.1 1997 ,Amd.( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 ( )

第２－４部：電気脱水 パート２：電気脱水機 ( )に対応No.2 1999
機の個別要求事項 の個別要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-5 2002 J60335-2 32 IEC 60335-2-5 1992 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-5 H20 5-2-5:2004 -5 H14 Amd.No.1 1999 ,Amd.( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 ( )

第２－５部：電気食器 パート２：電気食器洗 ( )に対応No.2 1999
洗機の個別要求事項 機の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-6 2002 J60335-2 33 IEC 60335-2-6 1997
( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 に対応-6 H20 5-2-6:2004 -6 H14

第２－６部：据置形ホ パート２：電気レンジ

ブ、オーブン、クッキ 、テーブル及びオーブ

ングレンジ及びこれら ンの個別要求事項

に類する機器の個別要

求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-7 2002 J60335-2 34 IEC 60335-2-7 2000
( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 に対応-7 H20 5-2-7:2004 -7 H14

第２－７部：電気洗濯 パート２：電気洗濯機

機の個別要求事項 の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-8 2002 J60335-2 35 IEC 60335-2-8 1992
( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 に対応-8 H20 5-2-8:2004 -8 H14

第２－８部：電気かみ パート２：電気かみそ

そり及び毛髪バリカン り、毛髪バリカン及び

の個別要求事項 これに類する機器の個

別要求事項
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J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-9 2002 J60335-2 36 IEC 60335-2-9 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

( ) る電気機器の安全性－ に対応 ( ) る電気機器の安全 ( )に対-9 H20 5-2-9:2004 -9 H14 Amd.No.1 1998
第２－９部：可搬形ホ パート２：電気トース 応

ブ、オーブン、トース ター、グリル、ロース

タ及びこれらに類する ター及びこれに類する

機器の個別要求事項 機器の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-10 2002 J60335-2 37 IEC 60335-2-10 1992
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-10 H20 5-2-10:200 -10 H14

) 第２－１０部：床処理 ) パート２：床処理機及4
機及び湿式洗いブラシ び湿式洗いブラシ機の

機の個別要求事項 個別要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-11 2002 J60335-2 38 IEC 60335-2-11 2000 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )に対-11 H20 5-2-11:200 -11 H14 Amd.No.1 2000
) 第２－１１部：回転ド ) パート２：回転ドラム 応4

ラム式電気乾燥機の個 式電気乾燥機の個別要

別要求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-12 2002 J60335-2 39 IEC 60335-2-12 1992
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-12 H20 5-2-12:200 -12 H14

) 第２－１２部：ウォー ) パート２：ウォームプ5
ムプレート及びこれに レート及びこれに類す

類する機器の個別要求 る機器の個別要求事項

事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-13 2002 J60335-2 40 IEC 60335-2-13 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )に対-13 H20 5-2-13:200 -13 H14 Amd.No.1 1993
) 第２－１３部：深めの ) パート２：深めのフラ 応6

フライなべ、フライパ イなべ、フライパン及



- 9 -

ン及びこれに類する機 びこれに類する機器の

器の個別要求事項 個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-14 2002 J60335-2 41 IEC 60335-2-14 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-14 H20 5-2-14:200 -14 H14

) 第２－１４部：ちゅう ) パート２：厨房機器の5
房機器の個別要求事項 個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-15 2002 J60335-2 42 IEC 60335-2-15 1995
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-15 H20 5-2-15:200 -15 H14

) 第２－１５部：液体加 ) パート２：液体加熱機4
熱機器の個別要求事項 器の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-16 2002 J60335-2 43 IEC 60335-2-16 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-16 H20 5-2-16:200 -16 H14

) 第２－１６部：ディス ) パート２：ディスポー5
ポーザの個別要求事項 ザーの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用これに類する電 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-17 2002 J60335-2 44 IEC 60335-2-17 1998
( る電気機器の安全性－ に対応 ( 気機器の安全 に対応-17 H20 5-2-17:200 -17 H14

) 第２－１７部：毛布、 ) パート２：毛布、パッ5
パッド及びこれに類す ド及びこれに類する可

る可とう電熱機器の個 撓電熱機器の個別要求

別要求事項 事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-21 2002 J60335-2 45 IEC 60335-2-21 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-21 H20 5-2-21:200 -21 H14

) 第２－２１部：貯湯式 ) パート２：貯湯式電気5
電気温水器の個別要求 温水器の個別要求事項

事項
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家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-23 2003 J60335-2 46 IEC 60335-2-23 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-23 H20 5-2-23:200 -23 H14

) 第２－２３部：スキン ) パート２：スキンケア5
ケア又はヘアケア用機 又はヘアケア用の機器

器の個別要求事項 の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-24 2002 J60335-2 47 IEC 60335-2-24 2000
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-24 H20 5-2-24:200 -24 H14

) 第２－２４部：冷却用 ) パート２：冷蔵冷凍装5
機器、アイスクリーム 置、アイスクリームメ

機器及び製氷機の個別 ーカー及び製氷器の個

要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-25 2002 J60335-2 48 IEC 60335-2-25 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-25 H20 5-2-25:200 -25 H14

) 第２－２５部：電子レ ) パート２：電子レンジ3
ンジ及び複合形電子レ の個別要求事項

ンジの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-26 2002 J60335-2 49 IEC 60335-2-26 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-26 H20 5-2-26:200 -26 H14

) 第２－２６部：クロッ ) パート２：時計の個別4
クの個別要求事項 要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-27 2003 , J60335-2 50 IEC 60335-2-27 1995
( る電気機器の安全性－ ( )に対 ( る電気機器の安全 に対応-27 H20 5-2-27:200 Amd.No.1 2004 -27 H14

) 第２－２７部：紫外線 応 ) パート２：紫外線及び5
及び赤外線による皮膚 赤外線による皮膚照射

照射用装置の個別要求 用装置の個別要求事項
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事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-28 2002 J60335-2 51 IEC 60335-2-28 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-28 H20 5-2-28:200 -28 H14

) 第２－２８部：ミシン ) パート２：ミシンの個4
の個別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-29 2002 J60335-2 52 IEC 60335-2-29 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-29 H20 5-2-29:200 -29 H14

) 第２－２９部：バッテ ) パート２：バッテリー4
リチャージャの個別要 チャージャーの個別要

求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-30 2002 J60335-2 53 IEC 60335-2-30 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-30 H20 5-2-30:200 -30 H14

) 第２－３０部：ルーム ) パート２：ルームヒー6
ヒータの個別要求事項 ターの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-31 2002 J60335-2 54 IEC 60335-2-31 1995
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-31 H20 5-2-31:200 -31 H14

) 第２－３１部：レンジ ) パート２：レンジフー5
フードの個別要求事項 ドの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-32 2002 J60335-2 55 IEC 60335-2-32 1993
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-32 H20 5-2-32:200 -32 H14

) 第２－３２部：マッサ ) パート２：マッサージ5
ージ器の個別要求事項 器の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-34 2002 J60335-2 56 IEC 60335-2-34 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-34 H20 5-2-34:200 -34 H14
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) 第２－３４部：電動圧 ) パート２：電動圧縮機4
縮機の個別要求事項 の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-35 2002 J60335-2 57 IEC 60335-2-35 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-35 H20 5-2-35:200 -35 H14

) 第２－３５部：瞬間湯 ) パート２：瞬間湯沸器5
沸器の個別要求事項 の個別要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-36 2002 , J60335-2 58 IEC 60335-2-36 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-36 H20 5-2-36:200 Amd.No.1 2004 -36 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ ( )に対 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－３６部：業務用 応 ) パート２：業務用の電 ( )に対応5 No.2 1998
電気レンジ、オーブン 気式調理レンジ、オー

、こんろ及びこんろ部 ブン、こんろ及びこん

の個別要求事項 ろ加熱素子の個別要求

事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-37 2002 J60335-2 59 IEC 60335-2-37 1994 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-37 H20 5-2-37:200 -37 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－３７部：業務用 ) パート２：業務用の深 ( )に対応5 No.2 1998
フライヤの個別要求事 めの電気フライなべの

項 個別要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-38 2002 J60335-2 60 IEC 60335-2-38 1994 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-38 H20 5-2-38:200 -38 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－３８部：業務用 ) パート２：業務用電気 ( )に対応5 No.2 1998
電気グリドル及びグリ グリドル及びグリドル

ドルグリルの個別要求 グリルの個別要求事項

事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-39 2002 , J60335-2 61 IEC 60335-2-39 1994 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )
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-39 H20 5-2-39:200 Amd.No.1 2004 -39 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ ( )に対 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－３９部：業務用 応 ) パート２：業務用多目 ( )に対応5 No.2 1998
多目的調理なべの個別 的調理なべの個別要求

要求事項 事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-40 2002 J60335-2 62 IEC 60335-2-40 1995 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )に対-40 H20 5-2-40:200 -40 H16 Amd.No.1 2000
) 第２－４０部：エアコ ) パート２：エアコンの 応4

ンディショナ及び除湿 個別要求事項

機の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-41 2002 J60335-2 63 IEC 60335-2-41 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-41 H20 5-2-41:200 -41 H14

) 第２－４１部：ポンプ ) パート２： ℃未満の6 35
の個別要求事項 温度の液体用電気ポン

プの個別要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-42 2002 J60335-2 64 IEC 60335-2-42 1994 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-42 H20 5-2-42:200 -42 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－４２部：業務用 ) パート２：業務用コン ( )に対応5 No.2 1998
コンベクション、蒸し ベクションオーブン、

器及びスチームコンベ 蒸気調理器及びスチー

クションオーブンの個 ムコンベクションオー

別要求事項 ブンの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-43 2002 J60335-2 65 IEC 60335-2-43 1995
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-43 H20 5-2-43:200 -43 H14

) 第２－４３部：衣類乾 ) パート２：衣類乾燥機5
燥機及びタオルレール 及びタオルレールの個

の個別要求事項 別要求事項
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家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-44 2002 J60335-2 66 IEC 60335-2-44 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-44 H20 5-2-44:200 -44 H14

) 第２－４４部：電気ア ) パート２：電気アイロ6
イロナの個別要求事項 ナーの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-45 2002 J60335-2 67 IEC 60335-2-45 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-45 H20 5-2-45:200 -45 H14

) 第２－４５部：可搬形 ) パート２：可搬型加熱5
加熱工具及びこれに類 工具及びこれに類する

する機器の個別要求事 機器の個別要求事項

項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-47 2002 J60335-2 68 IEC 60335-2-47 1995 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-47 H20 5-2-47:200 -47 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－４７部：業務用 ) パート２：業務用の電 ( )に対応5 No.2 1998
電気煮炊きなべの個別 気式煮炊きなべの個別

要求事項 要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-48 2002 J60335-2 69 IEC 60335-2-48 1995 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-48 H20 5-2-48:200 -48 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－４８部：業務用 ) パート２：業務用電気 ( )に対応5 No.2 1998
グリル及びトースタの なべの個別要求事項

個別要求事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-49 2002 J60335-2 70 IEC 60335-2-49 1995 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-49 H20 5-2-49:200 -49 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－４９部：業務用 ) パート２：業務用電気 ( )に対応5 No.2 1998
電気温蔵庫の個別要求 保温庫の個別要求事項

事項
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J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-50 2002 J60335-2 71 IEC 60335-2-50 1995 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

-50 H20 5-2-50:200 -50 H14 Amd.No.1 1996 ,Amd.( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )

) 第２－５０部：業務用 ) パート２：業務用湯せ ( )に対応5 No.2 1998
湯せん器の個別要求事 ん器の個別要求事項

項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-51 2002 J60335-2 72 IEC 60335-2-51 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-51 H20 5-2-51:200 -51 H14

) 第２－５１部：給湯及 ) パート２：給湯及び給6
び給水設備用据置形循 水設備用据置型循環ポ

環ポンプの個別要求事 ンプの個別要求事項

項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-52 2002 J60335-2 73 IEC 60335-2-52 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-52 H20 5-2-52:200 -52 H14

) 第２－５２部：口こう ) パート２：口腔衛生機5
（腔）衛生機器の個別 器の個別要求事項

要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-53 2002 J60335-2 74 IEC 60335-2-53 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-53 H20 5-2-53:200 -53 H14

) 第２－５３部：サウナ ) パート２：サウナ用加5
用電熱装置の個別要求 熱器の個別要求事項

事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-54 2002 , J60335-2 75 IEC 60335-2-54 1995
( る電気機器の安全性－ ( )に対 ( る電気機器の安全 に対応-54 H20 5-2-54:200 Amd.No.1 2004 -54 H14

) 第２－５４部：液体又 応 ) パート２：液体利用表5
は蒸気利用表面掃除機 面掃除機の個別要求事
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器の個別要求事項 項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-55 2002 J60335-2 76 IEC 60335-2-55 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-55 H20 5-2-55:200 -55 H14

) 第２－５５部：水槽及 ) パート２：水槽及び庭5
び庭池用電気機器の個 池用電気機器の個別要

別要求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-56 2002 J60335-2 77 IEC 60335-2-56 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-56 H20 5-2-56:200 -56 H14

) 第２－５６部：プロジ ) パート２：プロジェク5
ェクタ及びこれに類す ター及びこれに類する

る機器の個別要求事項 機器の個別要求事項

（削除） 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 78 IEC 60335-2-57 1989
( る電気機器の安全 に対応-57 H14

) パート２：電動圧縮機

を組込んだアイスクリ

ーム製造器の個別要求

事項（２版対応のパー

ト１を併用する）

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-58 2002 J60335-2 79 IEC 60335-2-58 1995
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-58 H20 5-2-58:200 -58 H14

) 第２－５８部：業務用 ) パート２：業務用電気5
の電気式食器洗浄機の 食器洗機の個別要求事

個別要求事項 項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-59 2002 J60335-2 80 IEC 60335-2-59 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-59 H20 5-2-59:200 -59 H14
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) 第２－５９部：電撃殺 ) パート２：電撃殺虫器5
虫器の個別要求事項 の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-60 2002 J60335-2 81 IEC 60335-2-60 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-60 H20 5-2-60:200 -60 H14

) 第２－６０部：渦流浴 ) パート２：渦流浴槽及5
槽の個別要求事項 びこれに類する機器の

個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-61 2002 J60335-2 82 IEC 60335-2-61 1992
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-61 H20 5-2-61:200 -61 H14

) 第２－６１部：蓄熱形 ) パート２：蓄熱式ルー6
ルームヒータの個別要 ムヒーターの個別要求

求事項 事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-64 2002 J60335-2 83 IEC 60335-2-64 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-64 H20 5-2-64:200 -64 H14

) 第２－６４部：業務用 ) パート２：業務用厨房5
ちゅう（厨）房機器の 機器の個別要求事項

個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-65 2002 J60335-2 84 IEC 60335-2-65 1993
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-65 H20 5-2-65:200 -65 H14

) 第２－６５部：空気清 ) パート２：空気清浄機4
浄機の個別要求事項 の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-66 2002 J60335-2 85 IEC 60335-2-66 1993
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-66 H20 5-2-66:200 -66 H14

) 第２－６６部：ウォー ) パート２：ウォーター5
タベッド用ヒータの個 ベッド用ヒーターの個
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別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-67 2002 J60335-2 86 IEC 60335-2-67 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-67 H20 5-2-67:200 -67 H14

) 第２－６７部：工業用 ) パート２：工業用及び5
及び業務用床処理並び 業務用床処理機及び床

に床磨き機の個別要求 磨き機の個別要求事項

事項

J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-71 2002 J60335-2 87 IEC 60335-2-71 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 ( )に対-71 H20 5-2-71:200 -71 H14 Amd.No.1 1996
) 第２－７１部：動物ふ ) パート２：動物ふ卵及 応5

卵及び飼育用電熱器具 び飼育用電熱器具の個

の個別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-73 2002 J60335-2 88 IEC 60335-2-73 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-73 H20 5-2-73:200 -73 H14

) 第２－７３部：固定形 ) パート２：固定式投込5
浸せきヒータの個別要 み式ヒーターの個別要

求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-74 2002 J60335-2 89 IEC 60335-2-74 1994
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-74 H20 5-2-74:200 -74 H14

) 第２－７４部：可搬形 ) パート２：可搬型投込5
浸せきヒータの個別要 み式ヒーターの個別要

求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-75 2002 J60335-2 90 IEC 60335-2-75 1995
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-75 H20 5-2-75:200 -75 H14

) 第２－７５部：業務用 ) パート２：業務用ディ4
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ディスペンサ及び自動 スペンサー及び自動販

販売機の個別要求事項 売機の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-76 2002 J60335-2 91 IEC 60335-2-76 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-76 H20 5-2-76:200 -76 H14

) 第２－７６部：電気さ ) パート２：電気さく用5
く用電源装置の個別要 電源装置の個別要求事

求事項 項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-77 2002 J60335-2 92 IEC 60335-2-77 1996
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-77 H20 5-2-77:200 -77 H14

) 第２－７７部 手押し ) パート２ 手押し式芝: 5 :
式制御芝刈り機の個別 刈り機の個別要求事項

要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-78 2002 J60335-2 93 IEC 60335-2-78 1995
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-78 H20 5-2-78:200 -78 H14

) 第２－７８部：屋外用 ) パート２：屋外用バー5
バーベキュー台の個別 ベキュー台の個別要求

要求事項 事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-79 2002 ,
( る電気機器の安全性－ ( )に対-79 H20 5-2-79:200 Amd.No.1 2004

) 第２－７９部：高圧洗 応7
浄機及びスチーム洗浄

機の個別要求事

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-80 2002 J60335-2 94 IEC 60335-2-80 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-80 H20 5-2-80:200 -80 H14

) 第２－８０部：ファン ) パート２：ファンの個6
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の個別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-81 2002 J60335-2 95 IEC 60335-2-81 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-81 H20 5-2-81:200 -81 H14

) 第２－８１部：足温器 ) パート２：足温器及び6
及び電熱マットの個別 マットの個別要求事項

要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-82 2002 J60335-2 96 IEC 60335-2-82 1999
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-82 H20 5-2-82:200 -82 H14

) 第２－８２部：サービ ) パート２：サービス機5
ス機器及びアミューズ 器とアミューズメント

メント機器の個別要求 機器の個別要求事項

事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-83 2001
( る電気機器の安全性－ に対応-83 H20 5-2-83:200

7) 第２－８３部：電熱式

雨どい凍結防止器の個

別要求事項

（略） （略）J60335-2 J60335-2
-84 H14 -84 H14( (

) )

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-85 2002 J60335-2 98 IEC 60335-2-85 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-85 H20 5-2-85:200 -85 H14

) 第２－８５部：ファブ ) パート２：ファブリッ5
リックスチーマの個別 クスチーマーの個別要

要求事項 求事項
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家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-89 2002
( る電気機器の安全性－ に対応-89 H20 5-2-89:200

5) 第２－８９部：業務用

冷凍冷蔵機器の個別要

求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-90 2002 J60335-2 99 IEC 60335-2-90 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-90 H20 5-2-90:200 -90 H14

) 第２－９０部：業務用 ) パート２：業務用電子3
電子レンジの個別要求 レンジの個別要求事項

事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-91 2002 J60335-2 100 IEC 60335-2-91 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-91 H20 5-2-91:200 -91 H14

) 第２－９１部：電気後 ) パート２：後押し式及5
押し式及び手持ち式の び手持ち式芝刈り機及

芝刈り込み機及び芝縁 び芝縁刈り機の個別要

刈り込み機の個別要求 求事項

事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-92 2002
( る電気機器の安全性－ に対応-92 H20 5-2-92:200

5) 第２－９２部：歩行式

芝生用スカリファイア

及びエアレータの個別

要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-94 2002 J60335-2 101 IEC 60335-2-94 1999
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-94 H20 5-2-94:200 -94 H14
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) 第２－９４部：はさみ ) パート２：はさみ型草5
形草刈り機の個別要求 刈り機

事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-96 2002 ,
( る電気機器の安全性－ ( )に対-96 H20 5-2-96:200 Amd.No.1 2003

) 第２－９６部：室内暖 応5
房のためのシート状の

可とう性電熱素子の個

別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-98 2002 J60335-2 102 IEC 60335-2-98 1997
( る電気機器の安全性－ に対応 ( る電気機器の安全 に対応-98 H20 5-2-98:200 -98 H14

) 第２－９８部：加湿器 ) パート２：加湿器の個6
の個別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-100 2002
( る電気機器の安全性－ )に対応-100 H2 5-2-100:20

0 07) 第２－１００部：手持

形のガーデンブロワ、

バキューム及びブロワ

バキュームの個別要求

事項

家庭用及びこれに類す ( （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-102 2004
( る電気機器の安全性－ )に対応-102 H2 5-2-102:20

0 07) 第２－１０２部：商用

電源に接続するガス、

石油及び固形燃料燃焼

機器の個別要求事項
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家庭用及びこれに類す ( （新設）J60335-2 JIS C 933 IEC 60335-2-105 2004
( る電気機器の安全性－ )に対応-105 H2 5-2-105:20

0 07) 第２－１０５部：多機

能シャワーキャビネッ

トの個別要求事項

（略） （略）J60335-2 J60335-2
( ) ( )-J1 H14 -J1 H14～ ～

( （略） ( （略）J60529 J60529
) )H14 H14

( ライティングダクト－ ( )に対 ( ライティングダクト 別紙 ( )に対J60570 JIS C 847 IEC 60570 2003 J60570 114 IEC 60570 1995
) 照明器具用ダクトの安 応 ) 応H20 2:2005 H14

全性要求事項

（略） （略）J60584-1 J60584-1
( ) ( )H14 H14～ ～

（略） （略）J60669-2 J60669-2
( ) ( )-3 H16 -3 H16

家庭用及びこれに類す ( )に （新設）J60670-1 JIS C 846 IEC 60670-1 2002
( ) る用途の固定電気設備 対応H20 2-1:2007

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－

第１部：一般要求事項
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家庭用及びこれに類す ( )に （新設）J60670-2 JIS C 846 IEC 60670-21 2004
( ) る用途の固定電気設備 対応1 H20 2-21:2007

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－

第２１部：懸架手段を

備えたボックス及びエ

ンクロージャに対する

個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( )に （新設）J60670-2 JIS C 846 IEC 60670-22 2003
( ) る用途の固定電気設備 対応2 H20 2-22:2007

の電気アクセサリ用の

ボックス及びエンクロ

ージャ－

第２２部：接続用ボッ

クス及びエンクロージ

ャに対する個別要求事

項

J60691 JIS C 669 IEC 60691 1993 ,Amd. J60691 JIS C 669 IEC 60691 1993 ,Amd.( 温度ヒューズ－ ( ) ( 温度ヒューズ－ ( )

) 要求事項及びガイドラ ( ) ( ) 要求事項及びガイドラ ( )に対応H20 1:2003 No.1 1995 ,Amd.No.2 H14 1:2000 No.1 1995
イン )に対応 イン2000

（略） （略）J60695-2 J60695-2
-1/0 H14 -1/0 H14( (

) )～ ～

( （略） ( （略）J60707 J60707
) )H14 H14
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J60730-1 JIS C 973 IEC 60730-1 1999 J60730-1 JIS C 973 IEC 60730-1 1993 ,A家庭用及びこれに類す ( )に 家庭用及びこれに類す ( )

( ) る用途の自動電気制御 対応 ( ) る用途の自動電気制御 ( )に対応H20 0-1:2004 H14 0-1:2000 md.No.1 1994
装置－ 装置－

第１部：一般要求事項 第１部：一般要求事項

（略） （略）J60730-2 J60730-2
( ) ( )-1 H14 -1 H14

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-2 2001 J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-2 1990 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( ) る用途の自動電気制御 に対応 ( ) る用途の自動電気制御 ( )に対-2 H20 0-2-2:2004 -2 H14 0-2-2:2000 Amd.No.1 1995
装置－ 装置－ 応

第２－２部：感熱式モ 第２－２部：感熱式モ

ータ保護装置の個別要 ータ保護装置の個別要

求事項 求事項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-3 1990 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-3 1990 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( ) る用途の自動電気制御 ( ) ( ) る用途の自動電気制 ( )に対-3 H20 0-2-3:2004 Amd.No.1 1995 ,Amd. -3 H14 0-2-3:2000 Amd.No.1 1995
装置－ ( )に対応 御装置－ 応No.2 2001
第２－３部：蛍光ラン 第２－３部：蛍光ラン

プ用安定器の温度保護 プ用安定器の温度保護

装置の個別要求事項 装置の個別要求事項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-4 1990 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-4 1990 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( ) る用途の自動電気制御 ( ) ( ) る用途の自動電気制 ( )に対-4 H20 0-2-4:2004 Amd.No.1 1994 ,Amd. -4 H14 0-2-4:2000 Amd.No.1 1994
装置－ ( )に対応 御装置－ 応No.2 2001
第２－４部：密閉形及 第２－４部：密閉形及

び半密閉形の電動圧縮 び半密閉形のモータコ

機用の感熱式モータ保 ンプレッサ用の感熱式

護装置の個別要求事項 モータ保護装置の個
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別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-5 2000
( ) る用途の自動電気制御 に対応-5 H20 0-2-5:2004

装置－

第２－５部：バーナ制

御システムの個別要求

事項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-6 1991 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-6 1991 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( ) る用途の自動電気制御 ( ) ( ) る用途の自動電気制御 ( )に対-6 H20 0-2-6:2004 Amd.No.1 1994 ,Amd. -6 H14 0-2-6:2000 Amd.No.1 1994
装置－ ( )に対応 装置－ 応No.2 1997
第２－６部：機械的要 第２－６部：機械的要

求事項を含む自動圧力 求事項を含む自動圧力

検出電気制御装置の個 検出電気制御装置の個

別要求事項 別要求事項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-7 1990 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-7 1990 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( ) る用途の自動電気制御 ( )に対 ( ) る用途の自動電気制御 ( )に対-7 H20 0-2-7:2004 Amd.No.1 1994 -7 H14 0-2-7:2000 Amd.No.1 1994
装置－ 応 装置－ 応

第２－７部：タイマ及 第２－７部：タイマ及

びタイムスイッチの個 びタイマスイッチの個

別要求事項 別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-8 2000 ,
( ) る用途の自動電気制御 ( )に対-8 H20 0-2-8:2004 Amd.No.1 2002

装置－ 応

第２－８部：電動式ウ

ォーターバルブの個別

要求事項
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J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-9 2000 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-9 1992 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

-9 H20 0-2-9:2004 Amd.No.1 2002 -9 H14 0-2-9:2000 Amd.No.1 1994 ,Amd.( ) る用途の自動電気制御 ( )に対 ( ) る用途の自動電気制御 ( )

装置－ 応 装置－ ( )に対応No.2 1994
第２－９部：温度検出 第２－９部：温度検出

制御装置の個別要求事 制御装置の個別要求事

項 項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-10 1991 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-10 1991 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( る用途の自動電気制御 ( ) ( る用途の自動電気制御 ( )に対-10 H20 0-2-10:200 Amd.No.1 1994 ,Amd. -10 H14 0-2-10:200 Amd.No.1 1994
) 装置－ ( )に対応 ) 装置－ 応4 No.2 2001 0

第２－１０部：電気駆 第２－１０部：電気駆

動モータ起動リレーの 動モータ起動リレーの

個別要求事項 個別要求事項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-11 1993 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-11 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( る用途の自動電気制御 ( ) ( る用途の自動電気制御 ( )に対-11 H20 0-2-11:200 Amd.No.1 1994 ,Amd. -11 H14 0-2-11:200 Amd.No.1 1994
) 装置－ ( )に対応 ) 装置－ 応4 No.2 1997 0

第２－１１部：エネル 第２－１１部：エネル

ギー調整器の個別要求 ギー調整器の個別要求

事項 事項

J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-12 1993 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-12 1993 ,家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )

( る用途の自動電気制御 ( )に対 ( る用途の自動電気制御 ( )に対-12 H20 0-2-12:200 Amd.No.1 1995 -12 H14 0-2-12:200 Amd.No.1 1995
) 装置－ 応 ) 装置－ 応4 0

第２－１２部：電気作 第２－１２部：電気作

動ドアロックの個別要 動ドアロックの個別要

求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-13 1995 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-13 1995
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( る用途の自動電気制御 ( ) ( る用途の自動電気制御 に対応-13 H20 0-2-13:200 Amd.No.1 1997 ,Amd. -13 H14 0-2-13:200
4 No.2 2000 0) 装置－ ( )に対応 ) 装置－

第２－１３部：湿度検 第２－１３部：湿度検

知制御装置の個別要求 知制御装置の個別要求

事項 事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-14 1995 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-14 1995
( る用途の自動電気制御 ( )に対 ( る用途の自動電気制御 に対応-14 H20 0-2-14:200 Amd.No.1 2001 -14 H14 0-2-14:200

4 0) 装置－ 応 ) 装置－

第２－１４部：電気ア 第２－１４部：電気ア

クチュエータの個別要 クチュエータの個別要

求事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-15 1994 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-15 1994
( る用途の自動電気制御 ( )に対 ( る用途の自動電気制御 に対応-15 H20 0-2-15:200 Amd.No.1 1997 -15 H14 0-2-15:200

4 0) 装置－ 応 ) 装置－

第２－１５部：ボイラ 第２－１５部：ボイラ

ー用のフロート又は電 ー用のフロート又は電

極式の自動電気水位検 極式の自動電気水位検

知制御装置の個別要求 知制御装置の個別要

事項 求事項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す ( )J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-16 1995 , J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-16 1995
( る用途の自動電気制御 ( ) ( る用途の自動電気制御 に対応-16 H20 0-2-16:200 Amd.No.1 1997 ,Amd. -16 H14 0-2-16:200

4 No.2 2001 0) 装置－ ( )に対応 ) 装置－

第２－１６部：家庭用 第２－１６部：家庭用

及びこれに類するフロ 及びこれに類するフロ

ート式自動電気水位作 ート式自動電気水位作

動制御装置の個別要求 動制御装置の個別要求

事項 事項



- 29 -

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-17 1997 ,
( る用途の自動電気制御 ( )に対-17 H20 0-2-17:200 Amd.No.1 2000

) 装置－ 応4
第２－１７部：ガスバ

ルブの個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-18 1997
( る用途の自動電気制御 に対応-18 H20 0-2-18:200

4) 装置－

第２－１８部：水流量

及び空気流量検出制御

装置の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60730-2 JIS C 973 IEC 60730-2-19 1997 ,
( る用途の自動電気制御 ( )に対-19 H20 0-2-19:200 Amd.No.1 2000

) 装置－ 応4
第２－１９部：オイル

バルブの個別要求事項

（略） （略）J60745-1 J60745-1
( ) ( )H14 H14～ ～

（略） （略）J60825-1 J60825-1
( ) ( )H14 H14

ランプソケット類－ ( ) ソケット類 別紙 ( )にJ60838-1 JIS C 812 IEC 60838-1 1997 ,A J60838-1 152 IEC 60838-1 1997
( ) 第１部：一般要求事項 ( ) ( ) パート１：一般要求事 対応H20 1-1:2005 md.No.1 1999 ,Amd.N H14

及び試験 ( )に対応 項及び試験o.2 2002
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J60838-2 JIS C 812 IEC 60838-2-1 1994 , J60838-2 153 IEC 60838-2-1 1994 ,ランプソケット類－ ( ) ソケット類 別紙 ( )

( ) 第２－１部：Ｓ１４形 ( )に対 ( ) パート２：個別要求事 ( )に対-1 H20 1-2-1:2000 Amd.No.1 1998 -1 H14 Amd.No.1 1998
ランプソケットに関す 応 項 応

る安全性要求事項 セクション１：ランプ

ソケットＳ１４

J60884-1 JIS C 828 IEC 60884-1 2002 J60884-1 154 IEC 60884-1 1994 ,A家庭用及びこれに類す ( )に 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )

H20 2-1:2007 H14 md.No.1 1994 ,Amd.N( ) る用途のプラグ及びコ 対応 ( ) る用途のプラグ及びコ ( )

ンセント－ ンセント ( )に対応o.2 1995
第１部：通則 パート１：一般要求事

項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60884-2 JIS C 828 IEC 60884-2-1 1987 J60884-2 155 IEC 60884-2-1 1987
( ) る用途のプラグ及びコ に対応 ( ) る用途のプラグ及びコ-1 H20 2-2-1:2007 -1 H14

ンセント－ ンセント に対応

第２－１部：ヒューズ パート２：ヒューズ付

付きプラグの個別要求 きプラグの個別要求事

事項 項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60884-2 JIS C 828 IEC 60884-2-2 1989 J60884-2 156 IEC 60884-2-2 1989
( ) る用途のプラグ及びコ に対応 ( ) る用途のプラグ及びコ に対応-2 H20 2-2-2:2007 -2 H14

ンセント－ ンセント

第２－２部：機器用コ パート２：器具用コン

ンセントの個別要求事 セントの個別要求事項

項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60884-2 JIS C 828 IEC 60884-2-3 1989 J60884-2 157 IEC 60884-2-3 1989
( ) る用途のプラグ及びコ に対応 ( ) る用途のプラグ及びコ に対応-3 H20 2-2-3:2007 -3 H14

ンセント－ ンセント

第２－３部：固定配線 パート２：固定配線用
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用インターロックをも のインターロックを有

たないスイッチ付きコ しないスイッチ式コン

ンセントの個別要求事 セントの個別要求事項

項

家庭用及びこれに類す ( ) 家庭用及びこれに類す 別紙 ( )J60884-2 JIS C 828 IEC 60884-2-5 1995 J60884-2 158 IEC 60884-2-5 1995
( ) る用途のプラグ及びコ に対応 ( ) る用途のプラグ及びコ に対応-5 H20 2-2-5:2007 -5 H14

ンセント－ ンセント

第２－５部：アダプタ パート２：アダプター

の個別要求事項 の個別要求事項

家庭用及びこれに類す ( ) （新設）J60884-2 JIS C 828 IEC 60884-2-6 1997
( ) る用途のプラグ及びコ に対応-6 H20 2-2-6:2007

ンセント－

第２－６部：固定配線

用インターロックをも

つスイッチ付きコンセ

ントの個別要求事項

J60884-2 JIS C 828 J60884-2 159家庭用及びこれに類す 家庭用及びこれに類す 別紙

( ) る用途のプラグ及びコ ( ) る用途のプラグ及びコ-J1 H20 2-2-11:200 -J1 H14
ンセント－ ンセント7
第２－１１部：引掛形 パート２：引掛形等の

などの接続器の個別要 接続器の個別要求事項

求事項

（略） （略）J60885-1 J60885-1
( ) ( )H14 H14～ ～

（略） （略）J60998-2 J60998-2
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( ) ( )-5 H14 -5 H14

可搬形電動工具の安全 ( )に 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )にJ61029-1 JIS C 902 IEC 61029-1 1990 J61029-1 171 IEC 61029-1 1990
( ) 性－ 対応 ( ) パート１：一般要求事 対応H20 9-1:2006 H14

第１部：一般要求事項 項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-1 1993 , J61029-2 172 IEC 61029-2-1 1993
( ) 性－ ( ) ( ) パート２：丸鋸の個別 に対応-1 H20 9-2-1:2006 Amd.No.1 1999 ,Amd. -1 H14

第２－１部：丸のこ盤 ( )に対応 要求事No.2 2001
の個別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-2 1993 J61029-2 173 IEC 61029-2-2 1993
( ) 性－ に対応 ( ) パート２：ラジアルア に対応-2 H20 9-2-2:2006 -2 H14

第２－２部：ラジアル ームソーの個別要求事

アームソーの個別要求 項

事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-3 1993 , J61029-2 174 IEC 61029-2-3 1993
( ) 性－ ( )に対 ( ) パート２：かんな盤及 に対応-3 H20 9-2-3:2006 Amd.No.1 2001 -3 H14

第２－３部：かんな盤 応 び一面かんな盤の個別

及び一面かんな盤の個 要求事項

別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-4 1993 , J61029-2 175 IEC 61029-2-4 1993
( ) 性－ ( )に対 ( ) パート２：卓上グライ に対応-4 H20 9-2-4:2006 Amd.No.1 2001 -4 H14

第２－４部：卓上グラ 応 ンダーの個別要求事項

インダの個別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-5 1993 , J61029-2 176 IEC 61029-2-5 1993
( ) 性－ ( )に対 ( ) パート２：帯鋸盤の個 に対応-5 H20 9-2-5:2006 Amd.No.1 2001 -5 H14
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第２－５部：帯のこ盤 応 別要求事項

の個別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-6 1993 J61029-2 177 IEC 61029-2-6 1993
( ) 性－ に対応 ( ) パート２：給水式ダイ に対応-6 H20 9-2-6:2006 -6 H14

第２－６部：給水式ダ ヤモンドドリルの個別

イヤモンドドリルの個 要求事項

別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-7 1993 J61029-2 178 IEC 61029-2-7 1993
( ) 性－ に対応 ( ) パート２：給水式ダイ に対応-7 H20 9-2-7:2006 -7 H14

第２－７部：給水式ダ ヤモンドのこぎりの個

イヤモンドソーの個別 別要求事項

要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-8 1995 , J61029-2 179 IEC 61029-2-8 1995
( ) 性－ ( ) ( ) パート２：単軸立面取 に対応-8 H20 9-2-8:2006 Amd.No.1 1999 ,Amd. -8 H14

第２－８部：単軸立面 ( )に対応 り盤の個別要求事項No.2 2001
取り盤の個別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) 可搬型電動工具の安全 別紙 ( )J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-9 1995 J61029-2 180 IEC 61029-2-9 1995
( ) 性－ に対応 ( ) パート２：マイターソ に対応-9 H20 9-2-9:2006 -9 H14

第２－９部：マイタソ ーの個別要求事項

ーの個別要求事項

可搬形電動工具の安全 ( ) （新設）J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-10 1998
( 性－ に対応-10 H20 9-2-10:200

6) 第２－１０部：切断機

の個別要求事項
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可搬形電動工具の安全 ( ) （新設）J61029-2 JIS C 902 IEC 61029-2-11 2001
( 性－ に対応-11 H20 9-2-11:200

6) 第２－１１部：マイタ

ベンチソーの個別要求

事項

( （略） ( （略）J61050 J61050
) )H15 H15

J61058-1 JIS C 452 IEC 61058-1 2000 ,A J61058-1 182 IEC 61058 2000 ,Amd.機器用スイッチ－ ( ) 機器用スイッチ 別紙 ( )

( ) 第１部：一般要求事項 ( )に対応 ( ) パート１：一般要求事 ( )に対応H20 6-1:2005 md.No.1 2001 H16 No.1 2001
項

J61058-2 JIS C 452 IEC 61058-2-1 1992 , J61058-2 183 IEC 61058-2-1 1992 ,機器用スイッチ－ ( ) 機器用スイッチ 別紙 ( )

( ) 第２－１部：コードス ( )に対 ( ) パート２：コードスイ ( )に対-1 H20 6-2-1:2005 Amd.No.1 1995 -1 H14 Amd.No.1 1995
イッチの個別要求事項 応 ッチの個別要求事項 応

機器用スイッチ－ ( ) 機器用スイッチ 別紙 の ( )J61058-2 JIS C 452 IEC 61058-2-4 1995 , J61058-2 183 IEC 61058-2-4 1995
( ) 第２－４部：独立形固 ( )に対 ( ) パート２：独立型固定 に対応-4 H20 6-2-4:2005 Amd.No.1 2003 -4 H16 2

定スイッチの個別要求 応 スイッチに適用される

事項 個別要求事項

機器用スイッチ－ ( ) 機器用スイッチ 別紙 ( )J61058-2 JIS C 452 IEC 61058-2-5 1994 J61058-2 184 IEC 61058-2-5 1994
( ) 第２－５部：切換セレ に対応 ( ) パート２：切換セレク に対応-5 H20 6-2-5:2005 -5 H14

クタの個別要求事項 ターの個別要求事項

（略） （略）J61084-1 J61084-1
( ) ( )H14 H14～ ～

（略） （略）J61084-2 J61084-2



- 35 -

( ) ( )-1 H14 -1 H14

( 差込みランプソケット ( ) ( 差込ランプソケット 別紙 ( )に対J61184 JIS C 812 IEC 61184 1997 ,Amd. J61184 185 IEC 61184 1997
) ( )に対応 ) 応H20 2:2006 No.1 2000 H14

( （略） ( （略）J61195 J61195
) )H14 H14～ ～

( （略） ( （略）J61242 J61242
) )H14 H14

ランプ制御装置－ ( )に ランプ制御装置－ 別紙 の ( )にJ61347-1 JIS C 814 IEC 61347-1 2000 J61347-1 188 IEC 61347-1 2000
( ) 第１部：一般及び安全 対応 ( ) 第１部：一般及び安全 対応H20 7-1:2005 H15 2

性要求事項 性要求事項

ランプ制御装置－ ( ) ランプ制御装置－ 別紙 の ( )J61347-2 JIS C 814 IEC 61347-2-3 2000 J61347-2 188 IEC 61347-2-3 2000
( ) 第２－３部：交流電源 に対応 ( ) 第２－３部：蛍光灯用 の に対応-3 H20 7-2-3:2005 -3 H16 2 2

用蛍光灯電子安定器の 交流入力電子安定器の

個別要求事項 個別要求事項

ランプ制御装置－ ( ) ランプ制御装置－ 別紙 の ( )J61347-2 JIS C 814 IEC 61347-2-8 2000 J61347-2 188 IEC 61347-2-8 2000
( ) 第２－８部：蛍光灯安 に対応 ( ) 第２－８部：蛍光灯用 の に対応-8 H20 7-2-8:2005 -8 H16 2 3

定器の個別要求事項 安定器の個別要求事項

ランプ制御装置－ ( ) ランプ制御装置－ 別紙 の ( )J61347-2 JIS C 814 IEC 61347-2-9 2000 , J61347-2 188 IEC 61347-2-9 2000
( ) 第２－９部：放電灯安 ( )に対 ( ) 第２－９部：放電灯用 の に対応-9 H20 7-2-9:2005 Amd.No.1 2003 -9 H16 2 4

定器個別要求事項（蛍 応 安定器（蛍光灯用安定

光灯を除く） 器を除く）の個別要求

事項
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ランプ制御装置－ ( ) ランプ制御装置－ 別紙 の ( )J61347-2 JIS C 814 IEC 61347-2-10 2000 J61347-2 188 IEC 61347-2-10 2000
( 第２－１０部：管形冷 に対応 ( 第２－１０部：冷間起 に対応-10 H20 7-2-10:200 -10 H15 3

) 陰極放電ランプ（ネオ ) 動管状放電灯（ネオン5
ン管）の高周波動作用 管）の高周波作動用電

電子インバータ及び変 子インバータ及び変換

換器の個別要求事項 器の個別要求事項

電線管システム－ ( ) 電気設備用電線管シス ( )にJ61386-1 JIS C 846 IEC 61386-1 1996 ,A J61386-1 JIS C 846 IEC 61386-1 1996
( ) 第１部：通則 ( )に対応 ( ) テム－ 対応H20 1-1:2005 md.No.1 2000 H14 1-1:1999

第１部：通則

電線管システム－ ( )に （新設）J61386-2 JIS C 846 IEC 61386-21 2002
( ) 第２１部：剛性（硬質 対応1 H20 1-21:2005

）電線管システムの個

別要求事項

電線管システム－ ( )に （新設）J61386-2 JIS C 846 IEC 61386-22 2002
( ) 第２２部：プライアブ 対応2 H20 1-22:2005

ル電線管システムの個

別要求事項

電線管システム－ ( )に （新設）J61386-2 JIS C 846 IEC 61386-23 2002
( ) 第２３部：フレキシブ 対応3 H20 1-23:2005

ル電線管システムの個

別要求事項

（略） （略）J61558-1 J61558-1
( ) ( )H14 H14～ ～

( （略） ( （略）J8528-8 J8528-8
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) )H16 H16

※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。 ※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。

表２．雑音の強さに関する基準 表２．雑音の強さに関する基準

基 準 基 準

備 考 備 考

基準番号 表 題 本 文※ 基準番号 表 題 本 文※

J55001 200 J55001 200( 雑音の強さの規定 別紙 ( 雑音の強さの規定 別紙

) )H20 H14

( （略） ( （略）J55013 J55013
) )H14 H14

J55014-1 202 CISPR14 1993 ,Amd.N J55014-1 202 CISPR14 1993 ,Amd.N家庭用電気機器、電動 別紙 ( ) 家庭用電気機器、電動 別紙 ( )

( ) 工具及び類似機器から ( )に対応 ( ) 工具及び類似機器から ( )に対応H20 o.1 1996 H14 o.1 1996
の妨害波の許容値及び の妨害波の許容値及び

測定法 測定法

( 電気照明及び類似機器 別紙 の ( ) （新設）J55015 202 CISPR15 2000 ,Amd.N
H20 2 o.1 2001 ,Amd.No.2 2) の無線妨害波特性の許 ( ) (

容値及び測定法 )に対応002

J55022 203 CISPR22 1993 ,Amd.N J55022 203 CISPR22 1993 ,Amd.N( 情報技術装置からの妨 別紙 ( ) ( 情報技術装置からの妨 別紙 ( )

H20 o.1 1995 ,Amd.No.2 1 H14 o.1 1995 ,Amd.No.2 1) 害波の許容値及び測定 ( ) ( ) 害波の許容値及び測 ( ) (

法 )に対応 定法 )に対応996 996
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※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。 ※本文別紙中の下線は、対応する国際規格との差異である。

表３．遠隔操作機構を有するものに関する基準 （略） 表３．遠隔操作機構を有するものに関する基準 （略）

表４．経年劣化による注意喚起表示 （新設）

基 準

備 考

基準番号 表 題 本 文

J2000 H 205( 経年劣化による注意喚 別紙

) 起表示に対する要求事20
項

（削除） 別紙１ Ｊ６００６５（Ｈ１４） オーディオ、ビデオ及び類似の電

子機器－安全要求事項 （略）

（削除） 別紙２ Ｊ６０１２７－１（Ｈ１４） ミニチュアヒューズ パート

１：ミニチュアヒューズの定義及びミニチュアヒューズリンク

の一般要求事項 （略）

（削除） 別紙３ Ｊ６０１２７－２（Ｈ１４） ミニチュアヒューズ パート

２：管形ヒューズリンク （略）

（削除） 別紙４ Ｊ６０１２７－３（Ｈ１４） ミニチュアヒューズ パート

３：サブミニチュアヒューズリンク （略）
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（削除） 別紙５ Ｊ６０１２７－４（Ｈ１４） ミニチュアヒューズ パート

４：ユニバーサルモジュラーヒューズリンク( ) （略）UMF

別紙６ （略） 別紙６ （略）

（削除） 別紙７ Ｊ６０２２７－１（Ｈ１４） 定格電圧 以下の塩化450/750V
ビニル絶縁ケーブル パート１：一般要求事項 （略）

（削除） 別紙８ Ｊ６０２２７－２（Ｈ１４） 定格電圧 以下の塩化450/750V
ビニル絶縁ケーブル パート２：試験方法 （略）

（削除） 別紙９ Ｊ６０２２７－３（Ｈ１４） 定格電圧 以下の塩化450/750V
ビニル絶縁ケーブル パート３：固定配線用シースなしケーブ

ル （略）

（削除） 別紙１０ Ｊ６０２２７－４（Ｈ１４） 定格電圧 以下の塩450/750V
化ビニル絶縁ケーブル パート４：固定配線用シース付きケ

ーブル （略）

（削除） 別紙１１ Ｊ６０２２７－５（Ｈ１４） 定格電圧 以下の塩450/750V
化ビニル絶縁ケーブル パート５：可とうケーブル（コード

） （略）

（削除） 別紙１２ Ｊ６０２２７－７（Ｈ１４） 定格電圧 Ｖ以下の450/750
塩化ビニル絶縁ケーブル パート７：遮へい付き又は遮へい

なしの２心以上の多心可とうケーブル （略）

（削除） 別紙１３ Ｊ６０２３８（Ｈ１４） ねじ込み形ソケット （略）

（削除） 別紙１４ Ｊ６０２４５－１（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
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ム絶縁ケーブル パート１：一般要求事項 （略）

（削除） 別紙１５ Ｊ６０２４５－２（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
ム絶縁ケーブル パート２：試験方法 （略）

（削除） 別紙１６ Ｊ６０２４５－３（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
ム絶縁ケーブル パート３：耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル

（略）

（削除） 別紙１７ Ｊ６０２４５－４（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
ム絶縁ケーブル パート４：コード及び可とうケーブル （

略）

（削除） 別紙１８ Ｊ６０２４５－６（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
ム絶縁ケーブル パート６：アーク溶接電極ケーブル （略

）

（削除） 別紙１９ Ｊ６０２４５－７（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
ム絶縁ケーブル パート７：耐熱エチレンビニルアセテート

ゴム絶縁ケーブル （略）

（削除） 別紙２０ Ｊ６０２４５－８（Ｈ１４） 定格電圧 以下のゴ450/750V
ム絶縁ケーブル パート８：高可とう性コード （略）

別紙２１～別紙２３ （略） 別紙２１～別紙２３ （略）

（削除） 別紙２４ Ｊ６０３０９－１（Ｈ１４） 工業用プラグ、コンセント

、カプラー パート１：一般要求事項 （略）

別紙２５～別紙２６の３ （略） 別紙２５～別紙２６の３ （略）
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（削除） 別紙２７ Ｊ６０３３５－１（２版－Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全性 パート１：一般要求事項（以下「２

版対応のパート１」という。） （略）

別紙２８ （略） 別紙２８ （略）

（削除） 別紙２９ Ｊ６０３３５－２－２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：真空掃除機及び吸水式掃除機

の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙３０ Ｊ６０３３５－２－３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気アイロンの個別要求事項

（略）

（削除） 別紙３１ Ｊ６０３３５－２－４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気脱水機の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙３２ Ｊ６０３３５－２－５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気食器洗機の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙３３ Ｊ６０３３５－２－６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気レンジ、テーブル及びオ

ーブンの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙３４ Ｊ６０３３５－２－７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気洗濯機の個別要求事項

（略）
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（削除） 別紙３５ Ｊ６０３３５－２－８（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気かみそり、毛髪バリカン

及びこれに類する機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙３６ Ｊ６０３３５－２－９（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：電気トースター、グリル、ロ

ースター及びこれに類する機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙３７ Ｊ６０３３５－２－１０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：床処理機及び湿式洗いブラ

シ機の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙３８ Ｊ６０３３５－２－１１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：回転ドラム式電気乾燥機の

個別要求事項 （略）

（削除） 別紙３９ Ｊ６０３３５－２－１２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ウォームプレート及びこれ

に類する機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙４０ Ｊ６０３３５－２－１３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：深めのフライなべ、フライ

パン及びこれに類する機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙４１ Ｊ６０３３５－２－１４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：厨房機器の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙４２ Ｊ６０３３５－２－１５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類
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する電気機器の安全 パート２：液体加熱機器の個別要求事

項 （略）

（削除） 別紙４３ Ｊ６０３３５－２－１６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ディスポーザーの個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙４４ Ｊ６０３３５－２－１７（Ｈ１４） 家庭用これに類する

電気機器の安全 パート２：毛布、パッド及びこれに類する

可撓電熱機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙４５ Ｊ６０３３５－２－２１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：貯湯式電気温水器の個別要

求事項 （略）

（削除） 別紙４６ Ｊ６０３３５－２－２３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：スキンケア又はヘアケア用

の機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙４７ Ｊ６０３３５－２－２４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：冷蔵冷凍装置、アイスクリ

ームメーカー及び製氷器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙４８ Ｊ６０３３５－２－２５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：電子レンジの個別要求事項

（略）

（削除） 別紙４９ Ｊ６０３３５－２－２６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：時計の個別要求事項 （略

）
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（削除） 別紙５０ Ｊ６０３３５－２－２７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：紫外線及び赤外線による皮

膚照射用装置の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙５１ Ｊ６０３３５－２－２８（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ミシンの個別要求事項 （

略）

（削除） 別紙５２ Ｊ６０３３５－２－２９（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：バッテリーチャージャーの

個別要求事項 （略）

（削除） 別紙５３ Ｊ６０３３５－２－３０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ルームヒーターの個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙５４ Ｊ６０３３５－２－３１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：レンジフードの個別要求事

項 （略）

（削除） 別紙５５ Ｊ６０３３５－２－３２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：マッサージ器の個別要求事

項 （略）

（削除） 別紙５６ Ｊ６０３３５－２－３４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：電動圧縮機の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙５７ Ｊ６０３３５－２－３５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類
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する電気機器の安全 パート２：瞬間湯沸器の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙５８ Ｊ６０３３５－２－３６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用の電気式調理レンジ

、オーブン、こんろ及びこんろ加熱素子の個別要求事項 （

略）

（削除） 別紙５９ Ｊ６０３３５－２－３７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用の深めの電気フライ

なべの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙６０ Ｊ６０３３５－２－３８（Ｈ１４）家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全 パート２：業務用電気グリドル及びグリ

ドルグリルの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙６１ Ｊ６０３３５－２－３９（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用多目的調理なべの個

別要求事項 （略）

（削除） 別紙６２ Ｊ６０３３５－２－４０（Ｈ１６） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：エアコンの個別要求事項

（略）

（削除） 別紙６３ Ｊ６０３３５－２－４１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２： ℃未満の温度の液体用電35
気ポンプの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙６４ Ｊ６０３３５－２－４２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用コンベクションオー
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ブン、蒸気調理器及びスチームコンベクションオーブンの個

別要求事項 （略）

（削除） 別紙６５ Ｊ６０３３５－２－４３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：衣類乾燥機及びタオルレー

ルの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙６６ Ｊ６０３３５－２－４４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：電気アイロナーの個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙６７ Ｊ６０３３５－２－４５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：可搬型加熱工具及びこれに

類する機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙６８ Ｊ６０３３５－２－４７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用の電気式煮炊きなべ

の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙６９ Ｊ６０３３５－２－４８（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用電気なべの個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙７０ Ｊ６０３３５－２－４９（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用電気保温庫の個別要

求事項 （略）

（削除） 別紙７１ Ｊ６０３３５－２－５０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用湯せん器の個別要求

事項 （略）



- 47 -

（削除） 別紙７２ Ｊ６０３３５－２－５１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：給湯及び給水設備用据置型

循環ポンプの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙７３ Ｊ６０３３５－２－５２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：口腔衛生機器の個別要求事

項 （略）

（削除） 別紙７４ Ｊ６０３３５－２－５３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：サウナ用加熱器の個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙７５ Ｊ６０３３５－２－５４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：液体利用表面掃除機の個別

要求事項 （略）

（削除） 別紙７６ Ｊ６０３３５－２－５５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：水槽及び庭池用電気機器の

個別要求事項 （略）

（削除） 別紙７７ Ｊ６０３３５－２－５６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：プロジェクター及びこれに

類する機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙７８ Ｊ６０３３５－２－５７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：電動圧縮機を組込んだアイ

スクリーム製造器の個別要求事項（２版対応のパート１を併

用する） （略）
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（削除） 別紙７９ Ｊ６０３３５－２－５８（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用電気食器洗機の個別

要求事項 （略）

（削除） 別紙８０ Ｊ６０３３５－２－５９（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：電撃殺虫器の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙８１ Ｊ６０３３５－２－６０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：渦流浴槽及びこれに類する

機器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙８２ Ｊ６０３３５－２－６１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：蓄熱式ルームヒーターの個

別要求事項 （略）

（削除） 別紙８３ Ｊ６０３３５－２－６４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用厨房機器の個別要求

事項 （略）

（削除） 別紙８４ Ｊ６０３３５－２－６５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：空気清浄機の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙８５ Ｊ６０３３５－２－６６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ウォーターベッド用ヒータ

ーの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙８６ Ｊ６０３３５－２－６７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：工業用及び業務用床処理機
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及び床磨き機の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙８７ Ｊ６０３３５－２－７１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：動物ふ卵及び飼育用電熱器

具の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙８８ Ｊ６０３３５－２－７３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：固定式投込み式ヒーターの

個別要求事項 （略）

（削除） 別紙８９ Ｊ６０３３５－２－７４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：可搬型投込み式ヒーターの

個別要求事項 （略）

（削除） 別紙９０ Ｊ６０３３５－２－７５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用ディスペンサー及び

自動販売機の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙９１ Ｊ６０３３５－２－７６（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：電気さく用電源装置の個別

要求事項 （略）

（削除） 別紙９２ Ｊ６０３３５－２－７７（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２ 手押し式芝刈り機の個別要:
求事項 （略）

（削除） 別紙９３ Ｊ６０３３５－２－７８（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：屋外用バーベキュー台の個

別要求事項 （略）
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（削除） 別紙９４ Ｊ６０３３５－２－８０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ファンの個別要求事項 （

略）

（削除） 別紙９５ Ｊ６０３３５－２－８１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：足温器及びマットの個別要

求事項 （略）

（削除） 別紙９６ Ｊ６０３３５－２－８２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：サービス機器とアミューズ

メント機器の個別要求事項 （略）

別紙９７ （略） 別紙９７ （略）

（削除） 別紙９８ Ｊ６０３３５－２－８５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：ファブリックスチーマーの

個別要求事項 （略）

（削除） 別紙９９ Ｊ６０３３５－２－９０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する電気機器の安全 パート２：業務用電子レンジの個別要

求事項 （略）

（削除） 別紙１００ Ｊ６０３３５－２－９１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに

類する電気機器の安全 パート２：後押し式及び手持ち式

芝刈り機及び芝縁刈り機の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１０１ Ｊ６０３３５－２－９４（Ｈ１４） 家庭用及びこれに

類する電気機器の安全 パート２：はさみ型草刈り機（略

）
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（削除） 別紙１０２ Ｊ６０３３５－２－９８（Ｈ１４） 家庭用及びこれに

類する電気機器の安全 パート２：加湿器の個別要求事項

（略）

別紙１０３～別紙１１３ （略） 別紙１０３～別紙１１３ （略）

（削除） 別紙１１４ Ｊ６０５７０（Ｈ１４） ライティングダクト （略）

別紙１１５～別紙１３３ （略） 別紙１１５～別紙１３３ （略）

（削除） 別紙１３４ Ｊ６０６７０（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類する用途

の固定電気設備用アクセサリのエンクロージャに関する一

般要求事項 （略）

別紙１３５～別紙１５１ （略） 別紙１３５～別紙１５１ （略）

（削除） 別紙１５２ Ｊ６０８３８－１（Ｈ１４） ソケット類 パート１：

一般要求事項及び試験 （略）

（削除） 別紙１５３ Ｊ６０８３８－２－１（Ｈ１４） ソケット類 パート

２：個別要求事項 セクション１：ランプソケットＳ１４

（略）

（削除） 別紙１５４ Ｊ６０８８４－１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類する

用途のプラグ及びコンセント パート１：一般要求事項

（略）

（削除） 別紙１５５ Ｊ６０８８４－２－１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する用途のプラグ及びコンセント パート２：ヒューズ付

きプラグの個別要求事項 （略）
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（削除） 別紙１５６ Ｊ６０８８４－２－２（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する用途のプラグ及びコンセント パート２：器具用コン

セントの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１５７ Ｊ６０８８４－２－３（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する用途のプラグ及びコンセント パート２：固定配線用

のインターロックを有しないスイッチ式コンセントの個別

要求事項 （略）

（削除） 別紙１５８ Ｊ６０８８４－２－５（Ｈ１４） 家庭用及びこれに類

する用途のプラグ及びコンセント パート２：アダプター

の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１５９ Ｊ６０８８４－２－Ｊ１（Ｈ１４） 家庭用及びこれに

類する用途のプラグ及びコンセント パート２：引掛形等

の接続器の個別要求事項 （略）

別紙１６０～別紙１７０ （略） 別紙１６０～別紙１７０ （略）

（削除） 別紙１７１ Ｊ６１０２９－１（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安全

パート１：一般要求事項 （略）

（削除） 別紙１７２ Ｊ６１０２９－２－１（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：丸鋸の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１７３ Ｊ６１０２９－２－２（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：ラジアルアームソーの個別要求事項 （略

）
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（削除） 別紙１７４ Ｊ６１０２９－２－３（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項

（略）

（削除） 別紙１７５ Ｊ６１０２９－２－４（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：卓上グラインダーの個別要求事項 （略

）

（削除） 別紙１７６ Ｊ６１０２９－２－５（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：帯鋸盤の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１７７ Ｊ６１０２９－２－６（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項

（略）

（削除） 別紙１７８ Ｊ６１０２９－２－７（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：給水式ダイヤモンドのこぎりの個別要求事

項 （略）

（削除） 別紙１７９ Ｊ６１０２９－２－８（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：単軸立面取り盤の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１８０ Ｊ６１０２９－２－９（Ｈ１４） 可搬型電動工具の安

全 パート２：マイターソーの個別要求事項 （略）

別紙１８１ （略） 別紙１８１ （略）

（削除） 別紙１８２ Ｊ６１０５８－１（Ｈ１６） 機器用スイッチ パート

１：一般要求事項 （略）
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（削除） 別紙１８３ Ｊ６１０５８－２－１（Ｈ１４） 機器用スイッチ パ

ート２：コードスイッチの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１８３の２ Ｊ６１０５８－２－４（Ｈ１６） 機器用スイッチ

－第２－４部：独立形固定スイッチの個別要求事項

（略）

（削除） 別紙１８４ Ｊ６１０５８－２－５（Ｈ１４） 機器用スイッチ パ

ート２：切換セレクターの個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１８５ Ｊ６１１８４（Ｈ１４） 差込ランプソケット （略）

別紙１８６～別紙１８８ （略） 別紙１８６～別紙１８８ （略）

（削除） 別紙１８８の２ Ｊ６１３４７－１（Ｈ１５） ランプ制御装置－

第１部：一般及び安全性要求事項 （略）

（削除） 別紙１８８の２の２ Ｊ６１３４７－２－３（Ｈ１６） ランプ制御

装置－ 第２－３部：交流電源用蛍光灯電子安定

器の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１８８の２の３ Ｊ６１３４７－２－８（Ｈ１６） ランプ制御

装置－ 第２－８部：蛍光灯安定器の個別要求事

項 （略）

（削除） 別紙１８８の２の４ Ｊ６１３４７－２－９（Ｈ１６） ランプ制御

装置－ 第２－９部：放電灯用安定器（蛍光灯用

安定器を除く）の個別要求事項 （略）

（削除） 別紙１８８の３ Ｊ６１３４７－２－１０（Ｈ１５） ランプ制御装
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置－ 第２－１０部：冷間起動管状放電灯（ネオン管

）の高周波動作用電子インバータ及び変換器の個別要

求事項 （略）

別紙１８９～別紙１９９ （略） 別紙１８９～別紙１９９ （略）

別紙２００ Ｊ５５００１（Ｈ２０） 雑音の強さの規定 別紙２００ Ｊ５５００１（Ｈ１４） 雑音の強さの規定

（適用範囲） （新設）

この規定は、次に掲げる基準が適用されるものについては適用しな

い。

－ Ｊ５５０１３（Ｈ１４）（音声及びテレビジョン放送受信機並

びに関連機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法）

－ Ｊ５５０１４－１（Ｈ２０）（家庭用電気機器、電動工具及び

類似機器からの妨害波の許容値及び測定法）

－ Ｊ５５０１５（Ｈ２０）（電気照明及び類似機器の無線妨害波

特性の許容値及び測定法）

－ Ｊ５５０２２（Ｈ２０）（情報技術装置からの妨害波の許容値

及び測定法）

（適用基準）

次の表の左欄に掲げる電気用品にあっては、同表の右欄に掲げる基 下記に掲げるもの以外であって、電線、電気温床線、電線管類、ヒ

準に適合しなければならない。 ューズ、電流制限器、単相変圧器、電圧調整器、放電灯用安定器、か

ご形３相誘導電動機以外のものにあっては、別表第八１( )に適合し5
イ 配線器具 技術基準第１項別表第四１（４） なければならない。

ロ 高周波ウエルダー 技術基準第１項別表第八１（５）イ（

ロ）及び技術基準第１項別表第八２（ － 配線器具にあっては、別表第四１（４）に適合しなければなら

９６）ニ ない。
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－ 単相電動機にあっては、別表第七２（１）ホに適合しなけれ

ハ アーク溶接機であ 技術基準第１項別表第八１（５）及び ばならない。

って高周波電流を重 技術基準第１項別表第八２（１００） － 蛍光ランプにあっては、別表第八２（８６の６）ハに適合しな

畳して使用するもの ホ ければならない。

－ 高調波ウエルダーにあっては、別表第八１（５）イ（ロ）及び

別表第八２（９６）ニに適合しなければならない。

ニ 携帯発電機 技術基準第１項別表第八３（７） － 電子応用おもちゃその他の電子応用遊戯器具で高調波変調器を

有するものは、別表第八１（５）並びに別表第八２（９６の５）

ホ イからニまでに掲 技術基準第１項別表第八１（５） へ、ト及びチに適合しなければならない。

げるもの以外のもの － アーク溶接機であって高調波電流を重畳して使用するものにあ

（電線、電気温床線 っては、別表第八１（５）及び別表第八２（１００）ホに適合し

、電線管類、ヒュー なければならない。

ズ、電流制限器、小 － 携帯発電機にあっては、別表第八３（７）に適合しなければな

形単相変圧器、電圧 らない。

調整器、放電灯用安

定器、かご形３相誘

導電動機を除く）

別紙２０１ （略） 別紙２０１ （略）

別紙２０２ Ｊ５５０１４－１（Ｈ２０） 家庭用電気機器、電動工 別紙２０２ Ｊ５５０１４－１（Ｈ１４） 家庭用電気機器、電動工

具及び類似機器からの妨害波の許容値及び測定法 具及び類似機器からの妨害波の許容値及び測定法

１．適用範囲 １．適用範囲

１．１ 本規格は、モータ及びスイッチ又は制御素子によって主な １．１ 本規格は、モータ及びスイッチ又は制御素子によって主な

機能が遂行される家庭用電気機器、電動工具及び類似の機器 機能が遂行される家庭用電気機器、電動工具及び類似の機器

から発生する無線周波妨害波の伝導及び放射に適用する。た から発生する無線周波妨害波の伝導及び放射に適用する。た

だし、無線周波エネルギーを意図的に発生する機器や、照明 だし、無線周波エネルギーを意図的に発生する機器や、照明

機器には適用しない。 機器には適用しない。
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例えば次のような機器に本規格を適用する：家庭用電気機 例えば次のような機器に本規格を適用する：家庭用電気機

器、電動工具、半導体素子を用いた制御装置（レギュレータ 器、電動工具、半導体素子を用いた制御装置（レギュレータ

）、モータ駆動の医用機器、電動玩具、自動販売機、ならび ）、モータ駆動の医用機器、電動玩具、自動販売機、ならび

に映写機又はスライドプロジェクタ。 に映写機又はスライドプロジェクタ。

モータ、スイッチング素子（例、電力用又は保護用リレー モータ、スイッチング素子（例、電力用又は保護用リレー

）のような、上述の機器の個々の部品も本規格の対象になる ）のような、上述の機器の個々の部品も本規格の対象になる

が、特に規定しない限り、妨害波に関する要求事項を適用し が、特に規定しない限り、妨害波に関する要求事項を適用し

ない。 ない。

この規格の適用範囲から除外されるものは下記である。 この規格の適用範囲から除外されるものは下記である。

－ 無線周波数範囲における全ての妨害波の要求事項が － 無線周波数範囲における全ての妨害波の要求事項が

、他のＩＥＣ又はＣＩＳＰＲ規格の中に明白に規格化 、他のＩＥＣ又はＣＩＳＰＲ規格の中に明白に規格化

されている機器。 されている機器。

注 － 例としては、下記のものがある。 注 － 例としては、下記のものがある。

－ 照明器具、放電ランプ及びその他の照明機器（ＣＩ － 照明器具、放電ランプ及びその他の照明機器（ＣＩ

ＳＰＲ １５） ＳＰＲ １５）

－ オーディオ及びビデオ機器並びに電子楽器（ＣＩＳ － オーディオ及びビデオ機器並びに電子楽器（ＣＩＳ

ＰＲ １３） ＰＲ １３）

－ 電力線搬送装置（ＩＥＣ ６１０００－３－８） － 電力線搬送装置（ＩＥＣ ６１０００－３－８）

－ 加熱及び医療用に無線周波エネルギーを発生し、利 － 加熱及び医療用に無線周波エネルギーを発生し、利

用する機器（ＣＩＳＰＲ １１） 用する機器（ＣＩＳＰＲ １１）

－ 電子レンジ（ただし、多機能機器については１．３ － 電子レンジ（ただし、多機能機器については１．３

を参照のこと）（ＣＩＳＰＲ １１） を参照のこと）（ＣＩＳＰＲ １１）

－ 情報技術装置、例えばホームコンピュータ、パーソ － 情報技術装置、例えばホームコンピュータ、パーソ

ナルコンピュータ、電子複写機等（ＣＩＳＰＲ ２２ ナルコンピュータ、電子複写機等（ＣＩＳＰＲ ２２

） ）

－ 自動車に搭載して用いる電気機器（ＣＩＳＰＲ １ － 自動車に搭載して用いる電気機器（ＣＩＳＰＲ １

２） ２）

また、下記のものも適用除外とする。 また、下記のものも適用除外とする。

－ 制御装置（レギュレータ）又は機器であって、１相 － 制御装置（レギュレータ）又は機器であって、１相

あたり２５Ａを超える定格入力電流を持つ半導体装置 あたり２５Ａを超える定格入力電流を持つ半導体装置
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を内蔵する制御装置を有するもの。 を内蔵する制御装置を有するもの。

－ 単独で使用する電源 － 単独で使用する電源

注 － カッコ内の番号は、関連する規格番号である 注 － カッコ内の番号は、関連する規格番号である

。 。

（削除） なお、Ｊ５５００１に適合するものにあっては、本規格の

適用を除外できる。

１．２～１．４ （略） １．２～１．４ （略）

２．引用規格～３．定義 （略） ２．引用規格～３．定義 （略）

４．妨害波の許容値 ４．妨害波の許容値

４．１ 連続妨害波の許容値 （略） ４．１ 連続妨害波の許容値 （略）

４．１．１ 周波数範囲１５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚ（端子電圧） ４．１．１ 周波数範囲１５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚ（端子電圧）

（略） （略）

表１ １５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚの周波数帯に対する端子電圧の許容 表１ １５０ｋＨｚ～３０ＭＨｚの周波数帯に対する端子電圧の許容

値 値

（図１及び２参照） （図１及び２参照）

家庭用機器及び類似の妨害を引き起こす機器、並びに半導体素子内 家庭用機器及び類似の妨害を引き起こす機器、並びに半導体素子内

蔵の制御装置 蔵の制御装置

周波数帯 電源端子 負荷端子と補助端子 周波数帯 電源端子 負荷端子と補助端子

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５

( ) (μ ) (μ ) (μ ) (μ ) ( ) (μ ) (μ ) (μ ) (μ )MHz dB V dB V dB V dB V MHz dB V dB V dB V dB V
準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値

周波数の対数値と共に直 周波数の対数値と共に直

0.15 0.50 80 70 0.15 0.50 80 70～ 線的に減少する ～ 線的に減少する

66 56 59 46 66 56 59 46～ ～ ～ ～

0.50 5 56 46 74 64 0.50 5 56 46 74 64～ ～

5 30 60 50 74 64 5 30 60 50 74 64～ ～
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工具の電源端子 工具の電源端子

10 11 10 11１ ６ ７ ８ ９ １ ６ ７ ８ ９

周波数 モータの定格消 モータの定格消 モータの定格消 周波数 モータの定格消 モータの定格消 モータの定格消

700W 700W 1,000W 700W 700W 1,000W帯 費電力が 以 費電力が を 費電力が 帯 費電力が 以 費電力が を 費電力が

下のもの 超え 以下 を超えるもの 下のもの 超え 以下 を超えるもの1,000W 1,000W
のもの のもの

MHz dB V dB V dB V dB V dB V dB V MHz dB V dB V dB dB V dB V dB V( ) (μ (μ (μ (μ (μ (μ ( ) (μ (μ (μ (μ ) (μ (μ

) ) ) ) ) ) ) ) ) 平均値 ) )V
準尖頭 平均値 準尖頭 平均値 準尖頭 平均値 準尖頭 平均値 準尖頭 ※ 準尖頭 平均値

値 ※ 値 ※ 値 ※ 値 ※ 値 値 ※

～ 周波数の対数値と共に直線的に減少する ～ 周波数の対数値と共に直線的に減少する0.15 0. 0.15 0.
35 66 59 59 49 70 63 63 53 76 69 69 59 35 66 59 59 49 70 63 63 53 76 69 69 59～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

0.35 5 59 49 63 53 69 59 0.35 5 59 49 63 53 69 59～ ～

5 30 64 54 68 58 74 64 5 30 64 54 68 58 74 64～ ～

※準尖頭値検波器を使用して得られた測定値が平均値に関す ※準尖頭値検波器を使用して得られた測定値が平均値に関す

る許容値を満たす場合は､機器が両方の許容値を満たすものと る許容値を満たす場合は､機器が両方の許容値を満たすものと

考え､平均検波器による測定を実施しなくても良い｡ 考え､平均検波器による測定を実施しなくても良い｡

（削除） 注－平均値検波器による測定に対する許容値は暫定的なものである

。

４．１．１．１～４．１．１．４ （略） ４．１．１．１～４．１．１．４ （略）

４．１．２ 周波数範囲３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚ（妨害波電力 ４．１．２ 周波数範囲３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚ（妨害波電力

） （略） ） （略）

表２ ３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚの周波数帯における妨害波電力の許 表２ ３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚの周波数帯における妨害波電力の許

容値 容値

家庭用並びに 家庭用並びに

類似の器具 工具 類似の器具 工具
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

周波 モータの定格 モータの定格 モータの定格消 周波 モータの定格 モータの定格消 モータの定格

700 700 70 700W 1,0数帯 消費電力が 消費電力が 費電力が 数帯 消費電力が 費電力が 消費電力が

以下のもの を超え を超え 以下のも を超え を超えるW W 1,000 1,000W 0W 1,000W 00W
以下のもの るもの の 以下のもの ものW

（Ｍ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ （Ｍ ｄＢ（ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ ｄＢ

Ｈｚ （ｐＷ （ｐＷ （ｐＷ （ｐＷ （ｐＷ （ｐ （ｐＷ （ｐＷ Ｈｚ ｐＷ） （ｐＷ （ｐＷ （ｐ （ｐＷ （ｐＷ （ｐＷ （ｐＷ

） ） ） ） ） ） Ｗ） ） ） ） 準尖頭 ） ） Ｗ） ） ） ） ）

準尖頭 平均値 準尖頭 平均値 準尖頭 平均 準尖頭 平均値 値 平均値 準尖頭 平均 準尖頭 平均値 準尖頭 平均値

値 ※ 値 ※ 値 値※ 値 ※ ※ 値 値※ 値 ※ 値 ※

～ 周波数と共に直線的に増大する ～ 周波数と共に直線的に増大する30 30
300 45 55 35 45 45 55 35 45 49 59 39 4 55 65 45 55 300 45 55 35 45 45 55 35 4 49 59 39 49 55 65 45 55～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

9 5
※ 準尖頭値検波器を使用して得られた測定値が平均値に関する許容 ※ 準尖頭値検波器を使用して得られた測定値が平均値に関する許

値を満たす場合は､機器が両方の許容値を満たすものと考え､平均値 容値を満たす場合は､機器が両方の許容値を満たすものと考え､平均

検波器による測定を実施しなくても良い｡ 値検波器による測定を実施しなくても良い｡

（削除） 注－平均値測定に対する許容値は暫定的なものである。

４．１．２．１～４．１．２．４ （略） ４．１．２．１～４．１．２．４ （略）

４．２ （略） ４．２ （略）

５．～８． （略） ５．～８． （略）

附属書Ａ～ＺＡ （略） 附属書Ａ～ＺＡ （略）

附属書ＺＢ 附属書ＺＢ

ＺＢ．１ ３．３ （略） ＺＢ．１ ３．３ （略）

ＺＢ．２ ４項 ＺＢ．２ ４項

定格電源電圧を範囲等で表示している機器に対しては、その範囲 「定格電源電圧単相 及び三相 」とは、定格電源電圧100V 200V
等に単相 及び三相 が含まれている場合には、本基準 を範囲等で表示している機器のことである。100V 200V 4.1.1
項、 項の「なお」以下の規定を適用することができる。4.1.2
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ＺＢ．３～ＺＢ．１０（略） ＺＢ．３～ＺＢ．１０（略）

附属書ＺＣ（略） 附属書ＺＣ（略）

別紙２０２の２ Ｊ５５０１５（Ｈ２０） 電気照明及び類似機器の （新設）

無線妨害波特性の許容値及び測定法

この電気用品の技術上の基準を定める省令第２項の規定に基づく基

準は、ＣＩＳＰＲ１５（２０００），Ａｍｄ．Ｎｏ．１（２００１）

，Ａｍｄ．Ｎｏ．２（２００２）に対応している基準である。

電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法

１ 適用範囲

この規格は、次に示す機器からの無線妨害波（放射及び伝導）に対

して適用する｡

－ 低圧電源に接続するか又は電池で点灯し、照明目的のために

光の発生及び／又は分配を主機能とする全ての照明機器

－ 基本機能の一つが照明である多機能機器の照明部分

－ 照明機器専用の独立形附属装置

－ 紫外線及び赤外線放射応用機器

－ 屋外で使用することを意図した街路／投光照明

－ 輸送機関照明（バス及び電車の中に設置された照明）

この規格の適用範囲から除外されるものを次に示す。

－ 無線周波数範囲の妨害波に関する要求事項が、国内法令にお

いて、他の国際無線障害特別委員会（ ）規格に基づいてCISPR
規格化されている機器及び電気通信技術審議会／情報通信審議

会答申等の中に明白に規格化されている機器

－ 工業用、科学用及び医療用無線周波数（ 周波数）（国際ISM
電気通信連合（ ）無線規則 決議 （ 年）で定義しITU No. 63 1979
ている）で点灯する照明機器

－ 航空機用及び空港用の照明機器

－ 無線周波数範囲内での電磁両立性要求事項が､その他の国際電
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気標準会議（ ）規格又は 規格に明白に示されている機IEC CISPR
器

注 適用除外の例を次に示す。

－ その他の機器に内蔵する照明装置､例えば目盛の照明及びネ

オン装置

－ 複写機

－ スライド投射機

－ 道路を走る乗り物用の照明機器

－ 電撃殺虫器

適用周波数範囲は、 から までである｡9 kHz 400 GHz
この規格及び／又はその他の規格の異なった条項が同時に適用され

る多機能機器は､動作中において各機能それぞれ対応する条項／規格の

各規定を満たさなければならない｡

この規格に定める許容値は､経済的に妥当な範囲で妨害波を抑制し、

かつ無線保護及び電磁両立性を適切なレベルで実現し得るような妨害

波レベルを、確率を考慮して定めたものである｡例外的な場合には､追

加の規定が必要になることがある｡

２ 引用規格

次の規格は、この規格で引用することにより、この規格の規定とな

る条項を含んでいる。これらの規格は改訂されることがあるため、最

新版が適用できるか否かを検討することが必要である。

（１） ： 年（平成１５年）、 に関する 用JIS C 60050-161 2003 EMC IEV
語

（２） ： 年（平成１６年）、蛍光ランプ用グローJIS C 7603 2004
スタータ

（３） １：照明器具―第１部：安全性要求事項通則JIS C 8105-
（４） ２ １：照明器具 第２ １部：定着灯器具に関する安JIS C 8105- - - -

全性要求事項

（５） ２ ２：照明器具 第２ ２部：埋込み形照明器具に関JIS C 8105- - - -
する安全性要求事項
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（６） ２ ３：照明器具 第２ ３部：道路及び街路照明器具JIS C 8105- - - -
に関する安全性要求事項

（７） ２ ４：照明器具 第２ ４部：一般用移動灯器具に関JIS C 8105- - - -
する安全性要求事項

（８） ２ ５：照明器具 第２ ５部：投光器に関する安全性JIS C 8105- - - -
要求事項

（９） ２ ６：照明器具 第２ ６部：変圧器内蔵白熱灯器具JIS C 8105- - - -
に関する安全性要求事項

（ ） ２ ７：照明器具 第２ ７部：可搬形庭園灯器具に関10 JIS C 8105- - - -
する安全性要求事項

（ ） ２ ８：照明器具 第２ ８部：ハンドランプに関する11 JIS C 8105- - - -
安全性要求事項

（ ） ２ ９：照明器具 第２ ９部：写真及び映画撮影用照12 JIS C 8105- - - -
明器具に関する安全性要求事項（アマチュア用）

（ ） ２ ：照明器具 第２ 部：舞台照明、テレビ、映13 JIS C 8105- -17 - -17
画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項

（ ） ２ ：照明器具 第２ 部：空調照明器具に関する14 JIS C 8105- -19 - -19
安全性要求事項

（ ） ２ ：照明器具 第２ 部：ライティングチェーン15 JIS C 8105- -20 - -20
に関する安全性要求事項

（ ） ２ ：照明器具 第２ 部：非常時用照明器具に関16 JIS C 8105- -22 - -22
する安全性要求事項

（ ） ２ ：照明器具 第２ 部：白熱電球用特別低電圧17 JIS C 8105- -23 - -23
照明システムに関する安全性要求事項

18 IEC 60598- -10 Portable child-appealing luminaires（ ） ２ ：

19 IEC 60598- -18 Luminaires for swimming pools and similar appli（ ） ２ ：

cations
20 IEC 60598- -24 Luminaires with limited surface temperatures（ ） ２ ：

21 IEC 60598- -25 Luminaires for use in clinical areas of hospital ca（ ） ２ ：

re buildings
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22 CISPR11 1997 IS（ ） ： 年（平成９年）､工業用､科学用及び医療用（

）無線周波利用機器の無線妨害波の許容値及び測定法M
23 CI（ ）電気通信技術審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会（

）の諸規格について」のうち、「家庭用電気機器、電動工具SPR
及び類似機器からの妨害波の許容値と測定法」について（平成８

年度答申）「 第３版（ ）「家庭用電気機器、電動CISPR 14 1993
工具及び類似機器に関する電磁両立性規格：第１部 妨害波」及

びその修正版 １（ ）」Amendment 1996
24 CI（ ）電気通信技術審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会（

）の諸規格について」のうち、「無線妨害波及びイミュニテSPR
10 CISPRィ測定装置の技術的条件」について（平成 年度答申）「

１ 無線妨害波及びイミュニティ測定装置と測定法に関する16-
CISPR 1規格、第１部：無線妨害波及びイミュニティ測定装置（

１： 修正１： ）」6- 1993 1997
25 CI（ ）電気通信技術審議会諮問第３号「国際無線障害特別委員会（

）の諸規格について」のうち、「無線妨害波及びイミュ ニテSPR
12 CISPRィ測定装置の技術的条件」について（平成 年度答申）「

２ 無線妨害波及びイミュニティ測定装置と測定法に関する16-
CISPR 16-2規格、第２部：無線妨害波及びイミュニティ測定法（

： 修正１： ）」1996 1999
３ 定 義

この規格では、 で規定されている定義を適用する。JIS C 60050-161
連続的な妨害波は､例えばスイッチ動作又はランプ電極領域内の不安

定なガス放電により発生する広帯域のものか､又は、例えば専用周波数

で動作する電子制御装置により発生する狭帯域のものである｡

注 広帯域 及び 狭帯域 という概念の代わりに､この規格では関連" " " "
する２種類の妨害波を、異なる検波器を用いて測定することによ

って区別する。このため、準尖頭値検波器及び平均値検波器によ

る測定に関して許容値が定められている｡ この方法を用いること

により､広帯域及び狭帯域妨害波の組み合わせについても評価が可
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能である｡

４ 許容値

この項で規定する電源端子、負荷端子及び制御端子における妨害波

電圧の許容値については、附属書ＺＡに示す移行措置（表１）を適用

することができる。

周波数範囲4.1
、 及び に、周波数範囲別の許容値を示す。許容値を規定し4.2 4.3 4.4

ていない周波数においては、測定する必要はない。

注 世界無線通信主管庁会議（ ）は、 年（昭和 年）にWARC 1979 54
第１地域におけるこの周波数帯の下側限界を に変更した148.5 kHz
。この規格の適用範囲での運用に関しては、 が測定用受148.5 kHz
信機の帯域幅に入るため、 における試験が適切であると考150 kHz
えられている。

妨害波電圧4.2
電源端子4.2.1

周波数範囲が から までの電源端子における妨害波電150 kHz 30 MHz
圧の許容値を表２ａに示す。

表２ａ 電源端子における妨害波電圧の許容値

*周波数範囲 許容値 ｄＢ（μＶ）

ＭＨｚ 準尖頭値 平均値

66 56** 56 46**0.15 0.50～ ～ ～

56 460.50 2.51～

73 632.51 3.0～

56 463.0 5.0～

60 505.0 30～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許

容値を適用する。
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** 0.15 MHzから0.5 MHzまでの範囲では、許容値は周

波数の対数に対して直線的に減少する。

負荷端子4.2.2
周波数範囲が から までの負荷端子における妨害波電150 kHz 30 MHz

圧の許容値を表２ｂに示す。

表２ｂ 負荷端子における妨害波電圧の許容値

*周波数範囲 許容値 ｄＢ（μＶ）

ＭＨｚ 準尖頭値 平均値

0.15 0.50 80 70～

0.50 30 74 64～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許

容値を適用する。

制御端子4.2.3
周波数範囲が から までの制御端子における妨害波電150 kHz 30 MHz

圧の許容値を表２ｃに示す。

表２ｃ 制御端子における妨害波電圧の許容値

*周波数範囲 許容値 ｄＢ（μＶ）

ＭＨｚ 準尖頭値 平均値

0.15 0.50 80 70～

0.50 30 74 64～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許

容値を適用する。
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注 妨害波電圧は、 項で規定する電圧プローブを用7.1.3
いることによって得られる。

放射妨害波4.3
周波数範囲が から までの放射妨害波の磁界成分に関150 kHz 30 MHz

する準尖頭値許容値を表３に示す。ただし、許容値は、照明機器の周

囲に設けた直径 、 又は のループ・アンテナに誘起する電流2 m 3 m 4 m
に適用する。

2 m 1.6 3 mループ直径 の許容値は長さ ｍを超えない機器に適用し、

の許容値は機器の長さが ｍから ｍのものに、 の許容値は機1.6 2.6 4 m
器の長さが ｍから ｍのものに適用する。2.6 3.6

表３ 放射妨害波の許容値

dB *周波数範囲 ループ直径ごとの許容値 （μＡ）

MHz
２ ３ｍ ４ｍm

0.15 2.2 ** ** **～ 58 26 51 22 45 16～ ～ ～

58 51 452.2 3.0～

3.0 30 *** ***～ 22 16 9 1215～ ～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許容値を適

用する。

** 周波数の対数に対して直線的に減少する。

*** 周波数の対数に対して直線的に増加する。

妨害波電力4.4
周波数範囲が から までの妨害波電力の許容値を表４30 MHz 300 MHz

に示す。
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表４ 妨害波電力の許容値

周波数範囲 準尖頭値 （ｐＷ） 平均値 （ｐＷ）MHz dB **dB

30 300 45 55* 35 45*～ ～ ～

周波数の対数に対して直線的に増大する。*
準尖頭値検波器を使用して得られた測定値が平均値に対する許**

容値を満たす場合は、機器が両方の許容値を満たすものと考え、

平均値検波器による測定を行わなくてもよい。

５ 許容値の適用

一般事項5.1
5.2この規格の適用範囲に記載した各種の照明機器に対する許容値を

から までに示す。5.10
安定器内蔵形ランプ以外のランプ、及び、照明器具内、安定器内蔵

形ランプ内又は準照明器具内に組み込まれる附属装置のいずれにも妨

害波の要求事項は適用しない。（ただし、これに関しては の注２5.3.1
を参照）

電源を開閉するためのスイッチ（機器に含まれるもの又は外付けの

もの）の手動又は自動動作により生じる妨害は無視しなければならな

い。このスイッチには手動 スイッチ及び、例えばセンサ又はON/OFF
リプル制御受信機により動作するスイッチを含む。しかし、繰り返し

動作するスイッチ（例えば、広告灯用のようなもの）は、この例外に

は含まない。

屋内用照明器具5.2
一般事項5.2.1

次に示す条件は、使用環境に関係なくすべての屋内用照明器具に適

用する。

白熱電球器具5.2.2
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商用交流電源又は直流電源で点灯する、すなわち、光制御装置又は

電子スイッチを内蔵していない白熱電球器具は電磁妨害を発生しない

。したがって、それらは後の試験を行わなくともこの規格のすべての

関連する要求事項を満たしているとみなす。

注 この規格における用語 白熱電球 は、ハロゲン電球を含む全て" "
の白熱電球を意味する。

蛍光灯器具5.2.3
蛍光ランプを使用し、スタータで点灯する照明器具は、表２ａに示

した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しなければならない。

その他の照明器具5.2.4
又は に記載したもの以外の屋内用照明器具は表２ａに示し5.2.2 5.2.3

た電源端子妨害波電圧の許容値に適合しなければならない。

を超える点灯周波数の電流をランプに供給する照明器具は、100 Hz
表３に示した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容

値に適合しなければならない。

分離した制御線をもつ外部装置によって照明器具の光出力が制御さ

れる場合は、制御端子における妨害波電圧は の要求事項に適合し4.2.3
なければならない。

照明機器専用の独立形附属装置5.3
一般事項5.3.1

独立形附属装置は、照明器具の外部に接続して放電ランプ又は白熱

電球の電流又は電圧を制御するために設計された電気装置又は電子装

置である。例えば、調光器、ランプ用の変圧器又は電子トランス、放

電ランプ（蛍光ランプを含む）用安定器及びコンパクト形蛍光ランプ

用又は白熱電球用の準照明器具である。

注１ この項 に記載した要求事項は、附属装置自体の妨害波特性5.3
を試験することのみを目的としている。配線回路が多様なため

、設置状態に関する要求事項を示すのは不可能である。これに

関して、製造者は附属装置を適切に使用するための指針を提供

することが望ましい。
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注２ この項 の要求事項は、照明器具に組み込まれる附属装置を5.3
試験するために用いることもできる。しかし、この試験は義務

でない。さらに、これらの附属装置がこの項の要求事項に適合

していても照明器具は常に試験しなければならない。

独立形光制御装置5.3.2
装置の形式5.3.2.1

光制御装置には２種類がある。直接にランプを制御する調光器及び

安定器又は電子トランスを介して光出力を制御する遠隔制御機能をも

つ調光器がある。

直接に点灯させる独立形光制御装置5.3.2.2
半導体素子を内蔵した装置は、表２ａ及び表２ｂに示した電源端子

及び負荷端子における妨害波電圧の許容値に適合しなければならない

。その他の端子には許容値を適用しない。

複数の光制御装置が一つの製品又は筐体に含まれている場合、個々

の装置が完全な独立形制御回路(すべての抑制素子を含む)から成り、

他の装置から独立して操作できる（すなわち、他の別個の装置が制御

する負荷に対しては、設計的にも偶発的にも制御しない）ならば、各

装置は個別に試験しなければならない。

独立形遠隔制御装置5.3.2.3
直流又は低周波（ 未満）の制御信号を発生する制御装置には500 Hz

、許容値は適用しない。ただし、パルス幅変調した制御信号を発生す

る制御装置、及び、商用交流電源を位相制御した電圧を出力する制御

装置には許容値を適用する。電波又は赤外線で動作する制御装置には

4.2.1 4、この規格は適用しない。その他の独立形遠隔制御装置は、 及び

の要求事項に適合しなければならない。.2.3
白熱電球用の独立形変圧器及び電子トランス5.3.3
一般事項5.3.3.1

白熱電球用の変圧器は電源周波数を変換せずに単に電圧のみを変え

るが、電子トランスは周波数も変換する。両方の装置とも、ランプの

光出力を制御する機能をもつことができる。



- 71 -

独立形変圧器5.3.3.2
白熱電球用の電圧変圧器で、能動的電子部品によって電圧を調整し

ないものは を適用する。その他の白熱電球用の独立形変圧器は、5.2.2
表２ａ及び表２ｂに示した電源端子及び負荷端子における妨害波電圧

の許容値に適合しなければならない。

独立形電子トランス5.3.3.3
白熱電球用の独立形電子トランスは次のいずれかでなければならな

い。

ａ）表２ａ及び表２ｂに示した電源端子及び負荷端子における妨

害波電圧の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容値に適合

しなければならない。

ｂ）電子トランスが、取り外しのできない負荷用ケーブルを持つ

か、又はランプに接続すべきケーブルの位置、形式及び最大長

さを厳密に定めた設置用取扱説明書を製造者が提示する場合は

、それらの条件にて表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容

値、表３に示した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波

電力の許容値に適合しなければならない。

蛍光ランプ用及びその他の放電ランプ用独立形安定器5.3.4
蛍光ランプを使用し、スタータで点灯する蛍光ランプ用独立5.3.4.1

形安定器は、表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しな

ければならない。

その他の独立形安定器は、表２ａに示した電源端子妨害波電5.3.4.2
圧の許容値に適合しなければならない。

を超える周波数の電流をランプに供給する安定器は、表３に100 Hz
示した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容値に適

合しなければならない。

分離した制御線をもつ外部装置によって光が制御される場合は、制

御端子における妨害波電圧は の要求事項に適合しなければならな4.2.3
い。

準照明器具5.3.5
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コンパクト形蛍光ランプ用又は白熱電球用の準照明器具（アダプタ

ーと呼ばれることがある）は、片側は標準白熱電球ソケットに挿入で

きるようにエジソンねじ口金又はバヨネット口金を設けてあり、他の

側は着脱可能な光源を挿入できるランプソケットになっている。

準照明器具は、表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値に適合

しなければならない。

光源が を超える周波数で点灯する場合は、表３に示した放射100 Hz
妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容値に適合しなけれ

ばならない。

独立形スタータ及びイグナイタ5.3.6
蛍光ランプ用及びその他の放電ランプ用の独立形スタータ及びイグ

ナイタは、 に述べる回路で試験を行う。これらの端子電圧は表２ａ7.9
に示した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しなければならない。

安定器内蔵形ランプ5.4
安定器内蔵形ランプは一つのユニットに安定器及び始動装置をラン

プとともに内蔵しているものである。このランプはエジソンねじ口金

又はバヨネット口金をもち、適合するソケットに直接挿入することが

できる。

安定器内蔵形ランプは表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値

に適合しなければならない。

光源が を超える周波数で点灯するものは、表３に示した放射100 Hz
妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容値に適合しなけれ

ばならない。

屋外用照明機器5.5
一般事項5.5.1

この規格における用語 「屋外用照明」 は、街路、歩道、自転車道" "
、自動車道、トンネル、駐車場、サービスステーション、屋外スポー

ツ及びレクリエーション区域などの公共空間の一般照明及び建物の保

安照明及び投光照明に対して使用する。さらに、この項 に示す要求5.5
事項は、非公共グラウンド及び工業用地等の（屋外）照明機器にも適
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用する。

しかし、このような照明機器の妨害波には、この規格の範囲外の特

別な要求事項が適用されることがある。例えば、空港照明などである

。

この項 はネオンサイン及びその他の広告用サインには適用しない5.5
。

取付システム5.5.2
一般に屋外用照明機器は一つの支持装置及び１台又は複数の照明器

具から構成されている。支持装置は次のようなものである。

－ パイプ（ブラケット）又は相当品

－ マスト（円柱）アーム

－ 柱の天頂

－ 張りワイヤー又は吊りワイヤー

－ 壁又は天井

他に規定がなければ、この項 の妨害波要求事項は照明器具（ラン5.5
プを含む）に対してのみ適用し、支持装置への要求事項はない。

組み込みスイッチ装置5.5.3
リップル制御受信機のような組み込みスイッチ装置によって発生す

る妨害は無視しなければならない。

白熱電球器具5.5.4
の条件を適用する。5.2.2
蛍光灯器具5.5.5

蛍光ランプを使用し、スタータで点灯する照明器具は、表２ａに示

した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しなければならない。

その他の照明器具5.5.6
又は に記載したもの以外の屋外用照明器具は、表２ａに示5.5.4 5.5.5

した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しなければならない。

照明器具のランプに周波数が を超える電流が供給される場合100 Hz
、電子安定器は照明器具に内蔵しなければならない。その照明器具は

表３に示した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容
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値に適合しなければならない。

分離した制御線をもつ外部装置によって照明器具の光出力が制御さ

れる場合は、制御端子における妨害波電圧は の要求事項に適合し4.2.3
なければならない。

紫外線及び赤外線放射応用機器5.6
一般事項5.6.1

紫外線及び赤外線放射応用機器は、医療用、美容用、工業用及び瞬

間局所加熱用に用いられる機器である。

この項 は、主に住宅環境で使用する機器に適用する。その他の機5.6
器には が適用される。CISPR 11
注 電撃殺虫器については２の（ ）に示す規格を参照23

赤外線放射応用機器5.6.2
電源周波数で点灯する赤外放射源（赤外線電球）だけを含む機器及

び能動的電子部品を含まない機器には の条件を適用する。5.2.2
紫外線蛍光ランプ応用機器5.6.3

蛍光ランプと同じ形式の紫外線ランプを使用し、交換可能なスター

タで点灯させる紫外線機器は、表２ａに示した電源端子妨害波電圧の

許容値に適合しなければならない。

その他の紫外線及び／又は赤外線応用機器5.6.4
及び に記載したもの以外の紫外線及び赤外線応用機器は、5.6.2 5.6.3

表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しなければならな

い。

放射源に周波数が を超える電流を供給する機器は、表３に示100 Hz
した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容値に適合

しなければならない。

機器の放射が、別個の制御線をもつ外部装置によって制御される場

合は、制御端子の妨害波電圧は の要求事項に適合しなければなら4.2.3
ない。

輸送機関照明5.7
一般事項5.7.1
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光源は次の目的で輸送車両に使用される。

－ 外部照明及び信号：

－ 計器の照明：

－ 客室及び車室の照明

この項 は船舶及び鉄道車両に使用する照明機器のための要求事項5.7
を定める。航空機の室内及び／又は室外で使用する照明機器は特殊な

使用条件であり、この規格の適用範囲外である。

外部照明及び信号5.7.2
照明用又は信号用機器が白熱電球を用いる場合は、試験することな

くこの規格の関連するすべての要求事項を満たすものとする。放電ラ

ンプを用いる場合、ランプ及び安定器は一つのユニットに組み込み、

このユニットは表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値、表３に

示した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力の許容値に適

合しなければならない。

計器の照明5.7.3
計器用照明には計器の要求事項が適用されるとみなす。

客室及び車室の内装照明5.7.4
船舶及び旅客列車の内装照明のための機器は屋内照明機器とみなし

、 の関連する要求事項を適用する。5.2
電池内蔵形非常時照明器具5.8
一般事項5.8.1

電源の供給がなくなったときに非常時照明を行うことを目的として

設計された照明器具の電源は 及び に示した通常モード及び非5.8.2 5.8.3
常モード(商用電源が開放)の両方で測定しなければならない。

－ 通常モード：商用電源が供給されていて、電池内蔵形非常時

照明器具が非常モードへ待機している状態。停電すると照明器

具は自動的に非常モードへ切り替わる。

－ 非常モード：商用電源が停電して(商用電源が開放)、電池内

蔵形非常時照明器具が内部電源で駆動されて点灯している状態

。
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通常モードすなわち停電する前の点灯条件での測定5.8.2
照明器具は表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値に適合しな

ければならない。照明器具が を超える点灯周波数の電流をラン100 Hz
プに供給する場合、表３に示した放射妨害波の許容値及び表４に示し

た妨害波電力の許容値に適合しなければならない。分離した制御線を

もつ外部装置によって照明器具の光出力が制御される場合は、制御端

子妨害波電圧は の要求事項に適合しなければならない。4.2.3
非常モードすなわち停電した後の点灯条件での測定5.8.3

非常時に点灯周波数が を超える電流をランプに供給する照明100 Hz
器具は表３に示した放射妨害波の許容値及び表４に示した妨害波電力

の許容値に適合しなければならない。

蛍光ランプ用の交換可能なスタータ5.9
交換可能なスタータは次のいずれかでなければならない。

－ μ から μ の値のコンデンサをもち、このコンデン0.005 F 0.02 F
サはスタータの接触ピンに並列に接続されていなければならな

い。

－ 又は、次の端子妨害波電圧試験に適合しなければならない。

スタータは、そのスタータの設計対象とした最大電力の回路の

適切な１灯用照明器具を用いて試験しなければならない。製造

者はスタータを用いるのに適した照明器具の型式及び関連する

回路を指定しなければならない。 に記載した測定のための指7.2
示を適用する。表２ａに示した電源端子妨害波電圧の許容値を

超えてはならない。

６ 照明機器の動作条件

一般事項6.1
照明機器の妨害波の測定を行う場合、機器は から までに規定し6.2 6.6

た条件で動作させなければならない。

、 及び に記載した各種の測定法における特別な条件は、適切に追7 8 9
加して適用する。

照明機器6.2
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照明機器は製造者が納入した状態で、通常の動作条件下で試験する

。この条件は、例えば照明器具に対しては２の（３）から（ ）まで21
に示す規格に記載されている。

電源電圧及び周波数6.3
電源電圧は定格電圧の±２％以内でなければならない。電圧に範囲

がある場合は、その範囲の各公称電源電圧の±２％以内で測定を行な

わなければならない。電源の公称周波数は、その機器の定格と同じで

なければならない。

周囲条件6.4
15測定は通常の試験室の条件で行わなければならない。周囲温度は

℃から ℃までの範囲内でなければならない。25
ランプ6.5
使用するランプの形式6.5.1

妨害波電圧及び放射妨害波の測定は、その照明機器が対象としてい

るランプを用いて行わなければならない。その照明機器に許容されて

いる最大の定格電力のランプを用いて行わなければならない。

ランプのエージング時間6.5.2
測定は少なくとも次の時間、点灯させたランプを用いなければなら

ない。

－ 白熱電球は２時間

－ 蛍光ランプ及びその他の放電ランプは 時間100
ランプの安定時間6.5.3

測定の前に、ランプが安定するまで点灯させなければならない。も

しその他にこの規格又は製造者によって規定されていなければ、安定

時間は次のとおりとする。

－ 白熱電球は 分間5
－ 蛍光ランプは 分間15
－ その他の放電ランプは 分間30
交換可能なスタータ6.6

２の( )で規定されているグロースタータが使用される場合は、その2
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コンデンサは μＦ±５％のコンデンサと置き換える。スタータは0.005
、もしその他の規定がなければソケットの中に保持しなければならな

い。コンデンサは測定に含まれるすべての周波数範囲においてその特

性を維持できるよう注意しなければならない。

製造者がスタータの外部にコンデンサを取り付けている場合、その

照明器具はそのスタータのコンデンサを含めて製造されたものとみな

して測定する。

７ 妨害波電圧の測定法

測定配置及び手順7.1
電源端子妨害波電圧の測定7.1.1

妨害波電圧は、機器の種類ごとに図１及び図２の該当する配置及び

方法で、照明機器の電源端子を測定しなければならない。

擬似電源回路網（Ｖ形回路網）の出力端子と端子ａ－ｂとは ｍ0.8
± ％離し、かつ、 ｍの長さのフレキシブル３芯ケーブルの２本20 0.8
の芯線で接続する。

負荷端子妨害波電圧の測定7.1.2
負荷端子の測定を行うときは、電圧プローブを使用しなければなら

1500 1ない。（図１を参照）このプローブは Ω以上の値の抵抗器及び（

から までの範囲において）その抵抗値に比べて無視でき50 kHz 30 MHz
るほどのリアクタンスをもつ直列コンデンサで構成される。

（２の（ ）に示す規格の を参照）24 12
測定結果はプローブと測定装置との組み合わせによる電圧分圧を補

正しなければならない。補正においてはインピーダンスの抵抗分のみ

を考慮しなければならない。

制御端子妨害波電圧の測定7.1.3
制御端子の測定を行うときは、電圧プローブを使用しなければなら

1500 1ない。（図１を参照）このプローブは Ω以上の値の抵抗器及び（

から までの範囲において）その抵抗値に比べて無視でき50 kHz 30 MHz
2るほどのリアクタンスをもつ直列コンデンサで構成される。（２の（

）に示す規格の を参照）4 12
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測定結果はプローブと測定装置との組み合わせによる電圧分圧を補

正しなければならない。補正においてはインピーダンスの抵抗分のみ

を考慮しなければならない。

光制御7.1.4
光制御機能を内蔵しているか又は外部装置により制御される照明機

器は、次の方法で妨害波電圧を測定しなければならない。

電源端子7.1.4.1
から までの全周波数範囲にわたる初期観測では、全150 kHz 30 MHz

光束点灯状態で行わなければならない。さらに、次の周波数及び初期

観測で見つけた妨害波最大のすべての周波数において、機器の最大負

荷を用いながら、妨害波が最大になるような制御状態に設定しなけれ

ばならない。

160 kHz 240 kHz 550 kHz 1 MHz 1.4 MHz 2 MHz 3.5 MHz、 、 、 、 、 、

6 MHz 10 MHz 22 MHz 30 MHz、 、 、 、

負荷端子7.1.4.2
から まで全周波数範囲にわたる初期観測では、全光150 kHz 3 0MHz

束点灯状態で行わなければならない。さらに、次の周波数及び初期観

測で見つけた妨害波最大のすべての周波数において、機器の最大負荷

を用いながら、妨害波が最大になるような制御状態に設定しなければ

ならない。

160 kHz 240 kHz 550 kHz 1 MHz 1.4 MHz 2 MHz 3.5 MHz、 、 、 、 、 、

6 MHz 10 MHz 22 MHz 30 MHz、 、 、 、

制御端子7.1.4.3
測定は、光度が ％、 ％及び ％となる３つの動作モードにて行20 60 100

なわなければならない。負荷は最大負荷としなければならない。

平均値検波器を用いた測定7.1.5
準尖頭値検波器を備えた測定器を使用して得られた測定値が、平均

値検波器に対する許容値を満足しているならば、供試機器は両方の許

容値に適合しているとみなし、平均値検波器による測定は行わなくて

よい。
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屋内用及び屋外用照明器具7.2
測定配置を図２ａに示す。

照明器具に複数のランプが組み込まれる場合は、すべてのランプを

同時に点灯させなければならない。使用者が照明器具に異なる方法で

ランプを挿入できる場合、測定はすべてのケースについて行い、その

最大値を関連する許容値と比較しなければならない。Ｐ 口金を有す21
る交換可能なスタータをもつ蛍光灯器具の場合、スタータは２つの可

能な挿入方向に挿入して測定し、２つの測定位置の両方において、そ

れぞれの挿入方向で測定するとき、スタータに接続した方のランプ端

子はそのままにしておく。

照明器具が接地端子をもつ場合、接地端子はＶ形擬似回路網の基準

接地に接続しなければならない。この接続は、照明器具に対する電源

ケーブルに含まれる接地導体を用いて行なわなければならない。もし

この方法が普通に実際に行なわれる方法ではない場合は、電源ケーブ

ルと同じ長さのリード線を用い、電源ケーブルから を超えて離れ0.1 m
ないように沿わせて接地接続を行なわなければならない。

接地端子をもつ照明器具であるが、製造者が接地することを必要と

しない旨を言明している場合、接地する場合と接地しない場合とに対

して各１回測定しなければならない。そして両方の場合で要求事項に

適合しなければならない。

照明器具は少なくとも × の寸法の金属板の 上に取り付2 m 2 m 0.4 m
けなければならない。照明器具の底部は金属板に対して平行とし、金

属板はＶ形擬似回路網の基準接地に低インピーダンス接続により接続

しなければならない。（２の（ ）に示す規格を参照）25
もし測定をシールド室内で行う場合、シールド室の壁面の１つを基

準とし、照明器具は の距離に置く。照明器具はその底部が基準壁0.4 m
面に対して平行で、シールド室の他の壁面から少なくとも 離さな0.8 m
ければならない。

屋外用照明器具で、安定器別置（柱の中）の場合、電源端子妨害波

電圧は安定器の電源入力端子で測定する。
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床置き用として設計された照明器具は、次に示す方法で試験しなけ

ればならない。

水平金属接地板（基準接地板）の上に、高さが ± ％の非金属支0.1 m 25
持物によって金属接地板から絶縁して置かなければならない。もしシ

ールド室内で測定する場合は、シールド室の接地金属に対してこの距

離を適用しなければならない。

照明器具の外面は、少なくとも × の寸法の接地された垂直導2 m 2 m
体面から少なくとも 離さなければならない。もしシールド室内で0.4 m
測定する場合は、シールド室の最も近距離にある壁に対してこの距離

を適用しなければならない。

基準接地板は、基準接地板に投影された照明器具の外形から少なく

とも は外側に広がる寸法をもち、少なくとも × の寸法の0.5 m 2 m 2 m
ものでなければならない。

Ｖ形擬似回路網は、基準接地板に金属帯で接続しなければならない

。（２の（ ）に示す規格を参照）25
基準接地板は、垂直面に低インピーダンス接続により接続しなけれ

ばならない。

独立形光制御装置7.3
直接的に点灯させる装置7.3.1

制御装置は図１に示すように配置しなければならない。負荷端子及

び制御端子（もしあれば）に接続する配線の長さは、 ｍから ま0.5 1 m
ででなければならない。

製造者によって別に規定されていなければ、制御装置は製造者が規

定した白熱電球の最大許容負荷で測定しなければならない。

制御装置は の規定に従って最初の測定を行わなければならな7.1.4.1
7.1.4.い。次に、負荷端子及び制御端子（もしあれば）の妨害波電圧を

及び の規定に従って測定しなければならない。2 7.1.4.3
遠隔制御機能をもつ装置7.3.2

このような装置は製造者によって規定された抵抗、コンデンサ及び

／又はインダクタンスで構成される測定回路に接続しなければならな
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い。そして図１に示す測定配置を適用する。電源端子及び制御端子の

端子電圧は の関連する規定に従って測定しなければならない。7.1.4
白熱電球用の独立形変圧器及び電子トランス7.4
独立形変圧器は の関連する規定に従って測定しなければな7.4.1 7.3.1

らない。

取り外せないケーブルをもつか又は製造者がランプへのケーブ7.4.2
ル位置、形式及び最大長を示す厳密な設置の指示をしている場合は、

電子トランスは許容される最大電力のランプとともに一つの絶縁支持

具に取り付けなければならない。電子トランスとランプとの間の負荷

ケーブルは次のように選択しなければならない。

ａ）負荷ケーブルが 以下の場合、 ｍ± ％又は製造者によ2 m 0.8 20
って示された最大長のうち短い長さのケーブルを用いて測定し

なければならない。ケーブルは十分な断面積の可とう２心ケー

ブルとし、直線状に配置しなければならない。

ｂ）負荷ケーブルが を超える場合、測定は２回行なわなけれ2 m
ばならない。１回目は上記ａ）に示すように ± ％の負荷0.8 m 20
ケーブルを用い、２回目は許容される最大長のケーブ

ルを用いて行なう。

ｃ）組立に対する指示において、特定の長さ及び形式の負荷ケー

ブルを規定している場合、これらの条件にて測定しなければな

らない。

許容最大ケーブル長の指示は、設置指示書及び／又は電子トランス

の銘板に明確に記載しなければならない。

電子トランス、ランプ及びケーブルを組み合わせたものは

、 に従って照明器具として測定しなければならない。7.2
蛍光ランプ用及びその他の放電ランプ用の独立形安定器7.5

妨害波電圧は図２ｂに示すように被試験装置に関連する回路にて測

定しなければならない。装置は１個又は数個の適合ランプとともに一

つの絶縁支持具に取り付けなければならない。

ランプを始動させるのにスタータ又はイグナイタが必要であれば、
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6それらは安定器及びランプに対して適切なものでなければならない。

に記載した指示を適用する。.6
電源の配線に関する特別な指示はない。供試装置とランプとの間の

配線は測定結果への影響を最小にするようにできるだけ短くしなけれ

ばならない。

安定器、ランプ及びケーブルを組み合わせたものは、 に従って照7.2
明器具として測定しなければならない。

安定器内蔵形ランプ及び準照明器具7.6
安定器内蔵形ランプは製造された状態で測定しなければならない。

準照明器具は、その照明器具に許容される最大電力の適合ランプを用

いて測定しなければならない。

安定器内蔵形ランプ及び準照明器具の妨害波電圧測定回路を図２ｃ

に示す。使用する円錐形金属ハウジングの詳細を図３に示す。円錐形

ハウジングの端子とＶ形回路網を接続するケーブルは を超えては0.8m
ならない。円錐形金属ハウジングはＶ形回路網の接地端子に接続しな

ければならない。しかし、 から までの周波数範囲で2.51 MHz 3.0 MHz
点灯する安定器内蔵形ランプに対しては次の回路を使用しなければな

2 m 2らない。ランプは適切なランプソケットに取り付け、最小寸法 ×

の金属板から 上の位置に保持し、他の接地された導電性の面かm 0.4 m
ら少なくとも 離さなければならない。擬似電源回路網（Ｖ形回路0.8 m
網）はランプから少なくとも 離れた位置に置き、ランプソケット0.8 m
とＶ形回路網との間の電線は を超えてはならない。金属板はＶ形1 m
回路網の基準接地に接続しなければならない。

安定器内蔵形ランプ及び準照明器具の妨害波電圧は電源端子で測定し

なければならない。

紫外線及び赤外線放射応用機器7.7
これらの機器は照明器具とみなし、 及び に記載した指示に加7.1 7.2

えて次の事項を適用する。

－ 紫外線放射源及び赤外線放射源の両方をもつ機器の場合、電

源周波数で点灯する赤外線放射源は無視しなければならない。
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－ 機器は装着されていたランプを用いて測定しなければならな

い。測定前に、高圧型ランプは５分間、低圧型ランプは 分間15
通電して安定させなければならない。

電池内蔵形非常時照明器具7.8
及び に記載した指示に加えて次の事項を適用する。7.1 7.2
－ 電池内蔵形非常時照明器具の場合、通常モードにおいて、電

池が充電されている間ランプは点灯状態又は消灯状態であって

も、ランプを点灯して測定しなければならない。

－ 例えば点灯装置が別置されるような照明器具で、複数のユニ

12 mmットから構成される非常時照明器具の場合、ユニットは

± の厚さの一つの絶縁材料の上に取り付け、製造者が指定2 mm
した最大長のケーブルで相互接続する。この配置を一つの照明

器具とみなして測定しなければならない。

－ 複数のランプを組み込む照明器具の場合、照明器具は次の方

法で試験しなければならない。照明器具を通常モードで試験す

るとき、通常モードで点灯するように設計されたランプだけに

通電しなければならない。照明器具を非常モードで試験すると

き、非常モードで点灯するように設計されたランプだけに通電

しなければならない。

蛍光ランプ用又は放電ランプ用の独立形スタータ及びイグナイタ7.9
独立形スタータ又はイグナイタは関連するランプ－安定器回路にて

測定する。スタータ又はイグナイタは適合するランプ及び安定器とと

もに ± の厚さの一つの絶縁材料の上に置き、それを絶縁材12 mm 2 mm
料より少し大きい金属板の上に置かなければならない。金属板はＶ形

回路網の基準接地に接続しなければならない。装置又は安定器が接地

端子をもつ場合、その端子もまた基準接地に接続しなければならない

。そしてランプを始動させる。安定化時間の経過後、端子電圧を測定

する。

８ 放射妨害波の測定法

測定配置及び手順8.1
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測定装置8.1.1
磁界成分は２の（ ）に示す規格の に記載されたループ・アン24 15.7

テナを用いて測定しなければならない。図 にこの測定のための試験設4
備を示す。照明機器は図 （詳細は２の（ ）に示す規格の附属書Ｒに4 24
記載）に示すようにアンテナのほぼ中央に置かなければならない。位

置は厳密でなくてもよい。

３方向での測定8.1.2
ループ・アンテナの誘導電流は電流プローブ( )及び 測定1 V/A CISPR

用受信機（又は同等なもの）で測定する。３方向の磁界成分は同軸ス

イッチを用いることにより順次測定することができる。それぞれの測

定値は与えられた要求事項を満足しなければならない。

配線に対する指示8.1.3
電源の配線に関する特別の指示はない。

光制御8.1.4
照明機器が光制御装置を内蔵しているか又は外部装置で制御するも

のであれば、その機器は半分の負荷条件及び最大の負荷条件で測定し

なければならない。

屋内用及び屋外用照明器具8.2
複数のランプをもつ照明器具はすべてのランプを同時に点灯させな

ければならない。これらのランプの取り付け位置を変えて測定する必

要はない。

白熱電球用の独立形電子トランス8.3
独立形電子トランスは に示したように取り付け、その組み合わ7.4.2

されたものを一つの照明器具とみなして測定しなければならない。

蛍光ランプ用及びその他の放電ランプ用の独立形安定器8.4
独立形安定器は に示すように取り付け、その組み合わされたもの7.5

を一つの照明器具とみなして測定しなければならない。

安定器内蔵形ランプ及び準照明器具8.5
安定器内蔵形ランプ及び準照明器具は、一つの絶縁材料に取り付け

た適切なランプソケットに装着した状態で測定しなければならない。
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紫外線及び赤外線放射応用機器8.6
紫外線及び赤外線放射応用機器に対しては、 に記載した関連する7.7

条件を適用する。

電池内蔵形非常時照明器具8.7
電池内蔵形非常時照明器具の場合、 に記載した関連する条件を適7.8

用する。非常モードの点灯中では、次の追加事項を適用する。

－ 内部電源を内蔵した照明器具の場合、内蔵電源が満充電され

た状態で測定しなければならない。

９ 妨害波電力の測定法

この項では、照明機器の端子に生じる妨害波電力の測定について一

般要求事項を規定する。

照明機器の動作条件は、この規格の６で規定されている。

一般に を超える周波数では、妨害波エネルギーは妨害を受30 MHz
ける機器まで放射によって伝播すると考えられている。

経験により、妨害波エネルギーは照明機器の電源線及びその他の導

線の付近から大部分が放射されていることが分かっている。したがっ

て、照明機器の妨害能力は、照明機器がその導線に供給できる電力と

して規定することができる。この電力は、適切な妨害波電力吸収装置

を導線上の吸収電力が最大となる位置に置いたときに、この装置に照

明機器が供給する電力とほぼ等しい。

校正は、２の（ ）に示す規格の附属書Ｈに従って行われる。24
測定装置9.1
測定用受信機9.1.1

準尖頭値検波器をもつ測定器は２の（ ）に示す規格の２に、平均24
値検波器をもつ測定器は２の（ ）に示す規格の によるものでなけれ24 4
ばならない。

注 測定は１個の測定器に準尖頭値検波器及び平均値検波器を組み

込んだものでも、又は、それぞれの測定器を用いて行ってもよい

。

吸収クランプ9.1.2
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吸収クランプは、２の（ ）に示す規格の に従ったものでなくて24 13
はならない。

電源線上での測定手順9.2
照明機器は、他の金属物から少なくとも 離して非金属テー9.2.1 0.4 m

ブルの上に置く。そして被測定導線は、吸収クランプを取り付け、同

調するために必要な測定上の位置が調節できる十分な距離だけ真っす

ぐに伸ばす。クランプは、導線上の妨害波電力に比例する量を測定す

るよう、電源線に取り付ける。その他は、この規格の 及び から8.1.4 8.2
に示されている指示を適用する。8.7
吸収クランプは、各試験周波数において、最大指示が得られる9.2.2

ように配置する。すなわち、導線に沿ってクランプを移動させ、照明

機器に隣接する位置及びそれから約半波長離れた位置との間で最大値

となる位置にする。

注．最大値は照明機器に近い距離で生じるかもしれない。

被測定線の真っすぐな部分は、約 の長さでなければならな9.2.3 6 m
い。この長さは、吸収クランプと、追加して分離するための第２のク

ランプの位置決めがいつでも可能となるためには、λ ＋ でmax/2 0.6 m
ある。

照明機器の元の導線が必要な長さより短い場合は、その導線は延長

するか、類似の導線と取り換えねばならない。

プラグ又はソケットが大きいために吸収クランプを通らない場合は、

これらは取り除くか、又は、必要な長さの類似の質の導線に取り換え

てもよい。

注 λ は、測定が行われる最低周波数における波長であり 、例max
えば では である。30 MHz 10 m
電源と照明機器側の吸収クランプの入力との間で高周波の分離9.2.4

が不十分な場合は、固定のフェライトアブソーバ（２の（ ）に示す24
規格を参照せよ）を照明機器から約 離れた導線上に配置しなけれ6 m
ばならない。これにより負荷インピーダンスの安定性が改善され、か

24 1つ、電源から来る外部雑音も軽減される。（２の（ ）に示す規格の
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も参照）3
光出力又は放射が外部装置によって制御される照明機器に対する9.3

特別要求事項

照明機器の制御端子に接続される制御線は、 に従って、そ9.3.1 9.2.3
の導線の長さを約 に延長し、末端に製造者が指定した光制御装置6 m
を接続する。

制御線用の導線が照明機器に永久的に固定され、かつ：9.3.2
（１） より短い場合には、これらの導線上では測定しない。0.25 m
（２） より長いが、吸収クランプの長さの２倍より短0.25 m

い場合は、吸収クランプの長さの２倍に延長する。

（３） 吸収クランプの長さの２倍より長い場合は、もとの導線を用

いて測定する。

最初に照明機器の電源線について、 に従い吸収クランプ を9.3.3 9.2
用いて、妨害波電力の測定を行う。制御端子に接続された制御線用の

導線は、フェライト・リング（又は吸収クランプ）を照明機器の近く

に用いて分離する。

次に、制御端子に接続されている制御線用の導線についても同9.3.4
様の測定を行う。この場合、吸収クランプの電流トランスは照明機器

の方に向ける。電源線や他の導線は、フェライト・リング（又は吸収

クランプ）を照明機器の近くに用いて分離するか又は取り外す。

注 短く、かつ、永久的に接続された導線については、吸収クラン

プの動きは、その導線の長さにより制限される。

測定結果の評価9.4
測定電力は、各測定周波数における最大指示値及び吸収クランプの

校正曲線から導き出される。（２の（ ）に示す規格の附属書Ｈに示24
されている例も参照）

妨害波電力の許容値は、 から までの全周波数範囲に30 MHz 300 MHz
わたって適用する。したがって、妨害波特性は、この全周波数範囲に

わたって評価しなくてはならない。まず、最初に全周波数範囲を調査

又は走査を行う。準尖頭値検波器測定の場合、少なくとも次の周波数
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と、最大値となるすべての周波数について記録しなければならない。

30 MHz 45 MHz 65 MHz 90 MHz 150 MHz 180 MHz 220 M、 、 、 、 、 、

、 で、これらの周波数の許容範囲は± である。Hz 300 MHz 5 MHz
１０ この規格の許容値の意味

この規格の許容値は、電気照明及び類似機器からの無線周波数妨害

波に対して許容することができるレベルを定めたものである。したが

って、完成品から抽出した任意の１台の試料が規定の許容値を満足し

ていることが要求される。ただし、製品の適合性に疑義が生じた場合

には、製造上の「バラツキ」を考慮する必要があることから、 の10.2
評価の統計的方法により製品の少なくとも ％が ％の信頼度をもっ80 80
て規定の許容値を満足していることを確認しなければならない。

試験10.1
試験は次のいずれかの方法により行わなければならない。

ａ） その形式の機器のサンプルを の方法に従って統計的方法10.2
で評価する。

ｂ） 又は、単純化のために一つの機器だけについて行う。（ただ

し、 を参照）10.2
生産ラインから無作為に抽出した機器について時々試験を行うこと

が必要で、特にｂ）の場合においては必要である。

評価の統計的方法10.2
妨害波端子電圧の許容値、放射妨害波に関するループ電流の許容値

、及び妨害波電力の許容値については、次の関係を満足したとき、適

合と判断される。

ｋＳｎ Ｌ＋ ≦

ここで

はサンプル中の 個の測定値の算術平均値ｎ

＝ （ ｎ－ ） ／（ －１）Ｓｎ Ｘ ｎ
２ ２

は個々の値Ｘn

X

X

∑
n X
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は該当する許容値Ｌ

は信頼度80％で生産品の80％以上が許容値以下でｋ

あることを保証する非心ｔ分布表から得た係数。

の値はサンプル数 に依存し、表５に示されていｋ ｎ

る。

n、 、 及び の値は対数( dB(μV)、dB(μA) 及びdB(ｐＸ Ｓn Ｌ

Ｗ))で表す。

表５ サンプル数に対応する非心ｔ分布のｋ値

ランプが交換できる照明機器の測定は、それ自身のランプを装着し

た最低限５台の機器を試験する。もし試験を単純化にするために一つ

の機器で試験する場合、その機器で５本のランプについて試験し、各

ランプごとに許容値に適合しなければならない。

ランプが交換できない照明機器を測定する場合、最低限５台の機器

を試験する。(ランプの妨害波電圧のバラツキの理由から、数台を考慮

しなければならない。)

X
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図１Ａ

図１Ｂ

ＭＳ ＝電源

ＩＵ ＝アイソレーション・ユニット

ＡＭＮ ＝ Ω μ Ω(又は Ω μ ) ２の（ ）に示す規格50 /50 H+5 50 /50 H 24
で規定されているＶ形擬似電源回路網

ＭＴ ＝電源端子

ＩＤＵＴ＝供試独立形装置

ＬＴ ＝負荷端子

Ｌ ＝負荷

Ｐ ＝プローブ（Ｒ≧ Ω、Ｃ≧ μＦ）1500 0.005



- 92 -

ＣＣ ＝同軸ケーブル

ＣＴ ＝制御端子

Ｍ ＝ 測定用受信機CISPR
ＲＣ ＝製造者が指定した遠隔制御装置（もしあれば）

スイッチ位置とプローブの接続

１ 電源端子測定用

２ 負荷端子及び制御端子測定用

注１ 測定用受信機の接地はＶ形擬似電源回路網に接続しなければな

らない。

２ プローブからの同軸ケーブルの長さは を超えてはならない2 m
。

３ スイッチが２の位置にあるとき、Ｖ形擬似電源回路網の出力端

子１は 測定用受信機の入力インピーダンスと同じインピーCISPR
ダンスで終端しなければならない。

４ 二端子の装置が電源線の１本のみに挿入されている場合、第２

番目の電源線を図１Ｂに示すように接続して測定しなければなら

ない。

５ 制御端子の測定のとき、プローブを制御端子に順次接続する。

（もしあれば）

図１ 独立形光制御装置、変圧器又は電子トランスの測定配置
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ＡＭＮ ＝ Ω μ Ω(又は Ω μ ) ２の( )に示す規格で50 /50 H+5 50 /50 H 24
規定されているＶ形擬似電源回路網

ＭＳ ＝電源

Ｍ ＝測定用受信機

ＲＣ ＝製造者が指定した遠隔光制御装置

Ｌ ＝ランプの例

ＬＭ ＝照明器具

Ｃ ＝円錐形金属ハウジング

ＩＰ ＝絶縁材料片

ＢＵＴ ＝供試安定器
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ａ－ｂ ＝電源端子

ｃ－ｄ ＝制御端子

Ｅ ＝接地端子

図２ 照明器具（図２Ａ）、独立形安定器（図２Ｂ）及び安定器内蔵

形ランプ（図２Ｃ）の測定に対する測定配置
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注１ 特に規定されていない限り、寸法公差は最小桁で±１とする。

２ よい参照データが得られるよう、ランプは最も高い位置にくる

ように調整する。

３ よい参照データが得られるよう、ランプソケットは絶縁物でな
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ければならない。

図３ 安定器内蔵形蛍光ランプ用の円錐形金属ハウジング

図４ Ｘ、Ｙ及びＺ方向における磁界測定のための試験設備

(Ｆ：フェライト吸収体)
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附属書ＺＡ 電源端子、負荷端子及び制御端子における妨害波電圧の

許容値に関する経過措置は表１のとおりとする。

表１ 電源端子、負荷端子及び制御端子妨害波電圧の許容値の経

過措置

経過措置期間 適用範囲

製造又は輸入する機器におい 表２ａ １、表２ｂ １、表２- -
て、施行日から２年間は右の ｃ １-
適用範囲を適用することがで ただし、旧基準を適用する場

きる。 合は、この限りでない。

製造又は輸入する機器におい 表２ａ １、表２ｂ １、表２- -
て、施行日から５年間は右の ｃ １-
適用範囲を適用することがで

きる。

周波数範囲が から までの電源端子における妨害ZA.1 150 kHz 30 MHz
波電圧の暫定許容値を表２ａ １に示す。-
表２ａ １ 電源端子における妨害波電圧の許容値（暫定許容値）-

*周波数範囲 許容値 ｄＢ（μＶ）

ＭＨｚ 準尖頭値 平均値

0.15 0.215 83 73～

0.215 0.50 66 56～

0.50 2.51 56 46～

2.51 3.0 73 63～

3.0 5.0 56 46～
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5.0 30 60 50～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許

容値を適用する。

周波数範囲が から までの負荷端子における妨害ZA.2 150 kHz 30 MHz
波電圧の暫定許容値を表２ｂ １に示す。-
表２ｂ １ 負荷端子における妨害波電圧の許容値（暫定許容値-

）

*周波数範囲 許容値 ｄＢ（μＶ）

ＭＨｚ 準尖頭値 平均値

900.15 0.50 100～

640.50 30 74～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許

容値を適用する。

周波数範囲が から までの制御端子における妨害ZA.3 150 kHz 30 MHz
波電圧の暫定許容値を表２ｃ に示す。-1
表２ｃ １ 制御端子における妨害波電圧の許容値（暫定許容値）-

*周波数範囲 許容値 ｄＢ（μＶ）

ＭＨｚ 準尖頭値 平均値

900.15 0.50 100～

640.50 30 74～

* 周波数範囲の境界においては、低い方の許
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容値を適用する。

注 妨害波電圧は、 項で規定する電圧プローブを用7.1.3
いることによって得られる。

別紙２０３ Ｊ５５０２２（Ｈ２０） 情報技術装置からの妨害波の 別紙２０３ Ｊ５５０２２（Ｈ１４） 情報技術装置からの妨害波の

許容値及び測定法 許容値及び測定法

１～４ （略） １～４（略）

５ 伝導妨害波の許容値 ５ 伝導妨害波の許容値

５．１ 電源線端子伝導妨害波の許容値 ５．１ 電源線端子伝導妨害波の許容値

供試装置（ＥＵＴ）は、１０節に規定される測定法に従っ 供試装置（ＥＵＴ）は、１０節に規定される測定法に従っ

て平均値検波器及び準尖頭値検波器を使用し、それぞれの測 て平均値検波器及び準尖頭値検波器を使用し、それぞれの測

定値が表１又は表２の妨害波許容値を満たすこと。準尖頭値 定値が表１又は表２の妨害波許容値を満たすこと。準尖頭値

検波器を使用した測定値が平均値許容値を満たす場合、供試 検波器を使用した測定値が平均値許容値を満たす場合、供試

装置（ＥＵＴ）は両方の許容値を満たしていると見なされ、 装置（ＥＵＴ）は両方の許容値を満たしていると見なされ、

平均値検波器による測定を必要としない。 平均値検波器による測定を必要としない。

測定用受信機の指示値が許容値に近いところで変動する場 測定用受信機の指示値が許容値に近いところで変動する場

合、それぞれの測定周波数について、少なくとも１５秒間指 合、それぞれの測定周波数について、少なくとも１５秒間指

示値を観察しなければならない。瞬時の孤立した高い値は無 示値を観察しなければならない。瞬時の孤立した高い値は無

視し、それ以外の最も高い指示値を記録すること。 視し、それ以外の最も高い指示値を記録すること。

（削除） ただし、電源線端子伝導妨害波の許容値のうち、周波数が

１５０ｋＨｚ～５２６．５ｋＨｚの許容値については、１０

ｄＢ高い値を許容値として適用する。

６～１１ （略） ６～１１ （略）

（削除） １２ 妨害波電力の測定法

本規格において、情報技術装置（ＩＴＥ）に対する妨害波電力
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の許容値及び測定法は適用しない。

附属書Ａ （略） 附属書Ａ （略）

別紙２０４ （略） 別紙２０４ （略）

別紙２０５ Ｊ２０００（Ｈ２０） 経年劣化による注意喚起表示に （新設）

対する要求事項

経年劣化による注意喚起表示に対する要求事項

扇風機、換気扇、電気冷房機、電気洗濯機（乾燥機能を有するもの

を除く。）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体になっているものに限

る。）、テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限る。）にあって

は、機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ容易に消えな

い方法で、次に掲げる事項を表示すること。ただし、産業用のものに

あっては、この限りでない。

) 製造年a
) 設計上の標準使用期間（標準的な使用条件の下で使用した場b
合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として

、設計上設定された期間をいう。）

) 「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化によc
る発火・けが等の事故に至るおそれがある。」旨


